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じ
め
に

(
1
)
 

第
一
項
問
題
の
所
在
身
分
行
為
に
お
い
て
は
本
人
の
意
思
が
尊

重
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
思
主
義
は
、
婚
姻
法
の
原
則
と
し

て
は
十
分
な
根
拠
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
未
成
熟
子
の
保
護

お
よ
び
育
成
を
目
的
と
す
る
親
子
法
に
適
用
さ
れ
る
余
地
は
小
さ
い
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
主
義
原
則



が
唱
え
ら
れ
る
背
景
に
は
、
婚
姻
理
論
か
ら
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
。

ハ
2
〉

従
来
か
ら
養
子
縁
組
は
婚
姻
と
同
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
未
成
年
養

子
の
目
的
は
子
の
福
祉
を
守
り
か
っ
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
た
め
、
少
な

く
と
も
未
成
年
養
子
に
対
し
て
は
婚
姻
法
と
同
じ
意
思
主
義
を
適
用
す
ベ

(
3〉

き
で
は
な
い
。
し
か
し
未
成
熟
子
の
養
子
縁
組
で
は
突
親
お
よ
び
将
来
の

養
親
が
意
思
表
示
を
行
な
う
。
そ
こ
で
婚
姻
法
を
念
頭
に
お
い
て
形
成
さ

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
身
分
行
為
に
お
け
る
意
思
主
義
原
則
の
、
親
子
法
に

対
す
る
適
用
の
可
否
を
検
討
す
る
た
め
に
、
未
成
熟
子
の
養
子
縁
組
に
お

い
て
実
親
が
行
う
意
思
表
示
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
法
的
評
価
、
す
な
わ
ち

代
諾
の
性
質
を
探
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
そ
の
た
め

の
作
業
の
一
つ
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
(
以
下
、

D
C
と
略
す
)
の
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由
を
検
討
す
る
。

第
二
項
断
絶
獲
子
に
お
け
あ
悶
意
免
除
事
由
を
検
討
す
る
こ
と
の
意

義
養
子
収
養
(
同
営
立
宮
口
)
の
成
立
に
よ
っ
て
実
親
子
関
係
が
完
全
に

(
4〉

消
滅
す
る
い
わ
ゆ
る
断
絶
養
子
が
世
界
中
で
採
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
わ
が

門

5
)

国
へ
の
導
入
の
是
非
は
さ
て
お
き
、
実
親
子
関
係
を
切
断
す
る
強
い
効
果

を
持
つ
制
度
は
当
然
に
厳
格
な
要
件
を
要
求
す
る
。
特
に
主
観
的
要
件
す

な
わ
ち
実
親
が
永
久
に
か
つ
完
全
に
子
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
同
意
す
る
こ

と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
同
意
要
件
を
免
除
し

て
、
実
親
の
意
思
に
反
す
る
断
絶
養
子
を
成
立
さ
せ
る
場
合
が
あ
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
親
の
意
思
を
排
除
す
る
基
準
を
探
る
こ
と
は
、
わ
が
国

の
代
諾
縁
組
を
考
察
す
る
た
め
の
重
要
な
一
示
唆
を
与
え
る
と
考
え
る
。

第
三
項

D
C養
子
法
を
検
討
す
香
理
由
一
序
か
つ
て
筆
者

〈

6
)

は
本
稿
と
同
じ
視
座
か
ら
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
を
検
討
し
た
。
イ
ギ
リ
ス
法

が
、
養
子
法
の
目
的
た
る
子
の
福
祉
を
最
も
純
粋
に
追
求
し
て
い
る
と
考

(

7

)

 

え
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
故
に
近
代
養
子
法
の
手
本
と
呼
ば
れ
て
い
る
た
め
、

ま
ず
第
一
に
検
討
す
べ
き
素
材
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
同
意
免
除
の
問
題
に
限
定
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
い
く
つ
か

の
法
域
は
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
よ
り
も
子
の
福
祉
を
重
視
し
た
制
定
法
を
有

し
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
の
新
し
い
立
法
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
強
い
影

ハ
8
〉

響
を
受
け
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
比
較
法
の
二
番
目
の
素

材
と
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
養
子
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ニ
ア
メ
リ
カ
養
子
法
研
究
の
現
状
と
課
題
イ
ギ
リ
ス
養
子
法
研

究
の
盛
況
に
比
べ
れ
ば
、
わ
が
国
の
ア
メ
リ
カ
養
子
法
研
究
は
立
ち
遅
れ

て
い
る
感
を
否
め
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
二
倍
以
上
を
誇
る
ア
メ
り
カ
養
子

ハ

9
〉

ハ

印

〉

法
の
歴
史
は
、
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
。
「
現
行
法
」

〈

口

〉

の
紹
介
で
も
全
域
を
対
象
と
す
る
も
の
は
少
な
い
し
、
法
域
お
よ
び
内
容

ハロ)

を
限
定
し
た
紹
介
も
決
し
て
多
く
は
な
い
。
筆
者
に
大
き
な
見
落
と
し
が

ハ
uv

な
け
れ
ば
個
別
的
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
次
の
三
点
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
。

i

五
O
以
上
の
法
域
が
そ
れ

〈

M
)

ぞ
れ
車
内
な
る
養
子
法
を
有
し
て
い
る
こ
と
。
日
各
法
域
の
養
子
法
が
相

ハ
間
同
〉

互
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
発
展
し
て
い
る
こ
と
。
辺
各
法
域
の
養
子
法

が
頻
繁
に
修
正
を
繰
り
返
す
た
め
に
、
そ
の
跡
を
追
う
こ
と
自
体
が
容
易

(
日
山
)

で
な
い
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。
つ
ま
り
容
易
に
把
握
で
き
な
い
複
雑
な
養

子
法
が
各
法
域
ご
と
に
五

O
以
上
も
存
在
し
、
し
か
も
相
互
に
影
響
を
与

ア
メ

P
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
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お
け
る
同
意
免
除
事
由

二一一七



え
な
が
ら
発
展
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
あ
る
法
域
の
養
子
法
を

理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
全
法
域
か
ら
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
逆
に
全
一
法
域
の
傾
向
を
知
る
た
め
に
は
各
法
域
の
独
自
の
展
開
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
法
の
研
究
に
は
こ
の
よ
う
な
独

特
の
悶
難
が
あ
る
。

こ
の
困
難
を
・
自
覚
し
て
ア
メ
リ
カ
養
子
法
を
研
究
す
る
た
め
に
は
二
つ

の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
ア
メ
リ
カ
養
子
法
全
体
を
抽
象
的
存
在

と
し
て
想
定
し
、
一
つ
の
法
と
し
て
追
求
す
る
や
り
方
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
各
法
域
の
養
子
法
を
独
立
し
た
存
在
と
想
定
し
て
個
別
に
扱
う
方
法

で
あ
る
。
前
者
は
資
料
の
膨
大
さ
故
に
少
な
く
と
も
素
材
の
取
捨
選
択
の

基
準
に
つ
い
て
は
現
地
の
研
究
者
の
手
に
よ
る
二
次
資
料
に
依
拠
ぜ
ざ
る

〈
口
)

を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
後
者
に
よ
れ
ば
主
と
し
て
制
定
法
や
判
例

-V
二
次
資
料
と
し
て
直
接
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
本
稿
は
堅

実
な
方
法
と
し
て
後
者
の
方
法
を
採
る
。
各
法
域
ご
と
の
研
究
の
積
み
重

ね
が
や
が
て
は
ア
メ
リ
カ
養
子
法
全
体
の
理
解
へ
通
じ
る
と
考
え
る
。

三

D
C養
子

法

を

検

討

す

る

理

由

付

序

同

意

免

除

事

自

に
お
い
て
子
の
福
祉
を
震
…
祝
す
る
制
定
法
を
見
つ
け
る
た
か
ザ
各
法
域

の
養
子
制
定
法
が
規
定
す
る
同
意
免
除
事
由
を
以
下
に
掲
げ
る
。

口
各
法
域
の
同
意
免
除
事
由

ハ
刊
日
)

判
ア
ラ
パ
マ
州
①
遺
棄
②
行
方
不
明
③
精
神
病
④
同
意
不

能
③
裁
判
所
の
手
続
に
よ
り
子
の
監
護
権
(
宮
田
丘
町

g由
主
唱
)
を
失
っ

た
こ
と
。

。白

〈

初

〉

ア
ラ
ス
カ
州

①
遺
棄

②
監
護
機
の
な
い
親
の
逮
絡

(nos-

一一一一八

HE出山口由民
O
ロ
)
惚
怠
も
し
く
は
扶
養
際
怠
③
同
意
権
放
棄
④
殺
と
し

て
の
権
利
消
滅
(
要
保
護
性

(
n
E
E
E
Z
E
)
)
⑤
無
能
力
⑥
精
神

障
害
⑦
後
見
人
も
し
く
は
監
護
権
者
が
不
合
理
に
同
意
し
な
い
こ
と
。

ハ
幻
〉

朗
ア
リ
ゾ
ナ
州
①
無
能
力
②
殺
と
し
て
の
権
利
消
滅
小
1
遺
棄

H
U
扶
養
義
務
違
反
…
制
連
絡
僻
怠

-w
放
置

v
虐
待

-m
精
神
病
“
刊

薬
物
中
議
…
川
飲
酒
癖
・
広
務
と
し
て
の
不
適
格
性
を
示
す
重
罪
に
よ
り

市
民
権
を
は
く
奪
さ
れ
た
こ
と
)
③
あ
っ
せ
ん
機
関
に
対
し
て
同
意
を

与
え
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
④
子
の
利
益
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
。

ー

(

犯

〉

似
ア
1
カ
ン
ソ
l
州
①
遺
棄
②
扶
養
義
務
違
反
③
連
絡
際
怠

@
同
意
権
の
放
棄
⑤
監
護
権
を
持
た
な
い
親
の
同
意
拒
否
が
不
合
理
で

あ
り
か
つ
子
の
最
善
の
利
益
に
反
す
る
こ
と
。

ハ
お
)

仮
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
①
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
監
護
権
喪
失

②
監
護
協
憶
の
譲
渡
(
田
口

3
2
r
c
③
遺
棄
④
子
の
放
棄
(
吋
冊
目
白
E
C
E
M
E

S
巾ロ円)。

ハ
M
〉

倒
立
ロ
ラ
ド
州
①
親
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
放
置

uu
要
保

護
)
②
子
の
放
棄
③
継
子
養
子
に
つ
い
て
遺
棄
も
し
く
は
扶
養
惚
怠

④
離
婚
判
決
に
基
づ
き
監
護
権
を
有
す
る
親
が
子
を
養
子
に
す
る
場
合
に

他
方
の
親
が
日
常
的
な
親
と
し
て
の
権
利
お
よ
び
義
務
を
持
た
な
い
こ

ルコ
ー

ハ

お

)

伏
コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
州

拒
否
)
。

ー

(

叩

叫

)

似
コ
口
ン
ピ
ア
特
別
区
①
行
方
不
明

反
④
逮
絡
悌
怠
③
子
の
最
善
の
利
益
。

毅
と
し
て
の
権
利
消
滅
〈
i
遺
棄

②
遺
棄

日
目
子
の

③
扶
養
義
務
違



ー

〈

幻

〉

川
町
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
(
・
1

子
の
放
棄
五
遺

棄

…
m
回
復
不
能
の
精
神
病

-w
子
に
必
要
な
も
の
宙
開
巾
品
目
)
を
提
供
で

き
ず
、
子
の
養
育
計
画
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
っ
、
伸
機
関
の

世
話
が
一
年
以
上
に
及
び
、
ま
た
は
従
前
に
も
措
置

e
Z
8
5
3
3
し
た

経
歴
も
し
く
は
放
置
お
よ
び
虐
待
の
経
療
を
有
し
、
さ
ら
に
子
を
機
関
に

引
き
渡
し
た
原
因
が
継
続
し
て
い
る
た
め
予
を
取
り
戻
せ
そ
う
に
な
い
こ

と
、
あ
る
い
は
倒
継
親
も
し
く
は
親
族
の
世
話
、
が
一
年
以
上
に
及
び
、

か
つ
親
が
親
と
し
て
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
)
。

(
崎
前
〉

制
フ
ロ
リ
ダ
州
①
遺
楽
②
裁
と
し
て
の
権
利
消
滅
(
具
体
的
事

由
不
明
)
③
精
神
病
④
親
以
外
の
後
見
人
も
し
く
は
監
護
権
者
が
不

合
理
に
同
意
し
な
い
こ
と
。

(
M
m
〉

叫
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
①
遺
棄
②
行
方
不
明
③
精
神
病
④
河
意

不
様
③
扶
養
義
務
違
反
⑤
連
絡
惚
怠

(
相
判
〉

同
ハ
ワ
イ
州
①
遺
棄
②
監
護
権
譲
渡
③
扶
養
義
務
違
反
③

連
絡
僻
怠
⑤
親
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
遺
棄

H
U
監
護
権
譲
渡
辺

扶
養
義
務
違
反

-w
連
絡
探
怠

V
精
神
病
・
n
同
意
不
能
叶
親
で
あ

る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
)
③
無
能
力
⑦
線
以
外
の
後
見
人
も
し
く
は

監
護
権
者
が
不
合
理
に
同
意
し
な
い
こ
と
。

ハ
引
叫
)

帥
ア
イ
ダ
ホ
刈
川
①
市
民
権
は
く
奪
②
姦
通
も
し
く
は
そ
れ
を
原

因
と
す
る
離
婚
③
配
偶
者
の
虐
待
も
し
く
は
そ
れ
を
原
閤
と
す
る
離
婚

④
飲
酒
癖
⑤
子
の
虐
待
も
し
く
は
放
置
を
原
因
と
す
る
監
護
権
は
く

奪。

ハ
叩
剖
〉

イ
リ
ノ
イ
州

①
不
適
格

②
精
神
病

ハ
お
)

伺
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
①
遺
棄
②
連
絡
機
怠
③
扶
養
義
務
違
反

④
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
(
同
意
に
よ
る
消
滅
)
⑤
無
能
力
⑥
競
以

外
の
後
見
人
も
し
く
は
監
護
権
者
が
不
合
理
に
同
意
し
な
い
。

(
M叫
》

帥
ア
イ
オ
ワ
州
①
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
〈
i
遺
棄

H
U
扶
養
義

務
違
反
)
②
同
意
不
能
③
子
と
竪
殺
の
最
善
利
益
。

ハ
お
)

納
カ
ン
ザ
ス
州
①
親
と
し
て
の
義
務
の
不
履
行
②
同
意
不
能

③
毅
と
し
て
の
権
利
消
滅
〈
具
体
的
事
・
自
不
明
)
。

ハ
四
四
〉

倒
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
①
無
能
力
②
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
(
・
I

遺
棄
日
放
澄
凶
世
話
お
よ
び
保
護
の
拒
否
)
。

〈

幻

〉

川
開
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
①
自
発
的
譲
渡
②
同
意
不
能
③
継
子
養
子

も
し
く
は
親
族
養
子
の
場
合
に
扶
養
義
務
違
反
も
し
く
は
逮
絡
際
怠
。

(
刊
岨
〉

帥
メ
イ
ン
川
川
①
遺
棄
②
殺
と
し
て
の
義
務
不
履
行
③
窺
と
し

て
の
権
利
消
滅

(
i
監
護
機
喪
失
討
子
を
危
険
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
も
し
く
は
守
る
意
思
が
な
い
こ
と
出
遺
棄

-w親
と
し
て
の

責
任
拒
否
)
。

〈
叩
岬

V

帥

メ

F
I
ラ
ン
ド
州
親
と
し
て
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
予

の
最
善
の
利
益
に
適
し
、
か
っ
・
1

遼
楽
、

H
H
要
保
護
性
、
…
m
放
援
も
し
く

は
-w虐
待
の
い
ず
れ
か
が
あ
る
こ
と
。

(
品
W
)

伺
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
子
の
最
善
の
利
益
。

側
ミ
シ
ガ
ン
州
な
し
〈
同
意
に
基
づ
く
殺
と
し
て
の
権
利
消
滅
お

ハ
制
)

よ
び
継
子
養
子
に
関
す
る
例
外
の
み
)
。

ハM
M
)

ω
ミ
ネ
ソ
タ
州
①
遺
棄
②
離
婚
判
決
に
よ
る
監
護
権
喪
失
③

綴
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
遺
棄
日
裁
と
し
て
の
義
務
不
履
行
も
し
く

③
行
方
不
明
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一一一一九



は
拒
否
泊
扶
養
義
務
違
反

-w
不
適
格

v
放
置

決
も
し
く
は
終
局
的
委
託
に
よ
る
監
護
権
喪
失
。

ハ
日
制
〉

嗣
刊
ミ
シ
シ
ッ
ピ
l
州
①
遺
棄
②
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
事
由

(
・

1
遺
棄

H
U
虐
待
出
あ
っ
せ
ん
機
関
に
一
年
以
上
監
護
さ
れ
て
い
る

子
へ
の
訪
問
権
不
行
使

-w放
置
や
虐
待
に
基
づ
く
、
親
に
対
す
る
予
の

強
い
嫌
悪
)
に
該
当
す
る
場
合
を
含
め
て
、
精
神
的
に
、
道
徳
的
に
も
し

く
は
そ
の
他
の
点
で
子
を
養
育
す
る
の
に
不
適
格
で
あ
る
こ
と
。

ハ
“
明
〉

帥
脚
ミ
ズ

1
9
州
①
精
神
病
②
親
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
遺
棄

泊
予
と
の
近
親
相
姦
泊
虐
待

-w放
置

v
扶
養
義
務
違
反

-m
放

務
、
飲
酒
癖
も
し
く
は
麻
薬
中
毒
に
よ
り
子
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
)

③
同
意
権
放
棄
③
遺
棄
⑤
世
話
お
よ
び
保
護
の
提
供
拒
否
⑥
行
方

不
明
。

〈
H
W
〉

納

モ

γ
タ
ナ
州
①
子
の
虐
待
②
飲
酒
癖
③
虐
待
も
し
く
は
放

置
に
よ
る
監
護
権
は
く
奪
④
遺
棄
⑤
扶
養
義
務
違
反
。

(
日
明
〉

帥
ネ
プ
ラ
ス
カ
州
①
放
棄
②
遺
棄
③
親
と
し
て
の
権
利
は
く

奪
@
同
意
不
能
。(

U
V
 

M

開
ネ
グ
ア
ダ
州
①
精
神
病
②
親
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
遺
棄

H
U
放
置
…
m
不
適
格

-w子
の
精
神
的
身
体
的
危
険

V
扶
養
僻
怠
〉
。

ハ
uv

ユ品

l
ハ
γ
プ
シ
ャ

l
州
毅
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
自
発
的

放
棄

H
U
遺
棄
出
扶
養
義
務
違
反
対
放
置

v
精
神
病
)
。

制
-
一
品

l
ジ
ャ
l
片
山
綱
川
)
①
同
意
権
放
棄
②
自
発
的
譲
渡
③
親

と
し
て
の
権
利
消
滅
〈
i
無
能
力

H
U
親
と
し
て
の
義
務
の
放
棄
泌
姦

通
、
遺
棄
も
し
く
は
虐
待
に
基
づ
く
離
婚
)
③
扶
養
義
務
違
反
。

-
別
委
保
護
)
④
判

一
回

O

ハ
ωv

同
国
一
品

l
メ
キ
シ
コ
州
①
遺
棄
②
あ
っ
せ
ん
機
関
が
監
護
権
を

有
す
る
場
合
に
連
絡
機
怠
も
し
く
は
扶
養
胸
骨
怠
③
親
と
し
て
の
権
利
消

滅

(
i
遺
棄

un
放
置
制
虐
待

-w
里
親
皇
子
が
長
期
間
生
活
を
共
に

し
、
実
親
子
関
係
が
良
好
で
は
な
く
、
里
親
星
子
に
心
理
的
緋
が
生
じ
、

分
別
年
齢
に
達
し
た
子
が
実
毅
を
好
ま
ず
、
か
つ
里
親
が
子
を
養
子
に
望

む
場
合
)
④
親
と
し
て
の
権
利
放
棄
⑤
無
能
力
⑥
監
護
権
者
が
不

合
理
に
同
意
し
な
い
。

岡
田
一
子
a
'
g
l
グ
州
①
遺
棄
〈
親
と
し
て
の
権
利
義
務
を
放
棄
す

る
意
思
を
示
す
行
為
)
②
子
を
あ
っ
せ
ん
機
関
に
引
き
渡
す
こ
と
③
市

民
権
は
く
奪
④
精
神
病
。

〈

m
M
)

倒

ノ

l
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
①
行
方
不
明
②
遺
棄
③
親
と
し
て

の
権
利
消
滅

(
i
虐
待
日
放
置
制
扶
養
義
務
違
反
討
精
神
病
に
よ

る
無
能
力
)

@

3

〉

岡
ノ
l
ス
ダ
コ
タ
州
①
遺
棄
②
連
絡
機
怠
③
扶
養
義
務
違
反

③
同
意
権
放
棄
⑤
親
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
遺
棄
日
不
行
跡
も
し

く
は
放
置
の
た
め
子
が
適
正
な
世
話
を
受
け
ら
れ
な
い
滋
精
神
的
無
能

力
の
た
め
予
を
世
話
で
き
な
い

-w
監
護
権
の
な
い
親
が
不
合
理
に
同
意

し
な
い
)
⑥
無
能
力
⑦
親
以
外
の
後
見
人
も
し
く
は
監
護
権
者
が
不

合
理
に
同
意
し
な
い
。

倒
オ
ハ
イ
れ
川
町
①
扶
養
義
務
違
反
②
連
絡
機
怠
③
同
意
権
放

棄
④
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
〈
具
体
的
事
由
不
明
)
⑤
親
の
後
見
人

が
不
合
理
に
同
意
し
な
い
⑥
親
以
外
の
子
の
後
見
人
も
し
く
は
監
護
権

者
が
不
合
理
に
同
意
し
な
い
。



ー

ハ

間

耐

)

例
オ
グ
ラ
ホ
マ
州
①
飲
酒
癖
②
子
の
虐
待
も
し
く
は
放
援
に
よ

る
監
護
権
は
く
奪
③
裁
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
遺
棄

H
U
扶
養
義
務

違
反
泌
虐
待
)
。ハ

目
叩
〉

倒
オ
レ
ゴ
ン
州
①
離
婚
判
決
に
よ
る
監
護
権
喪
失
②
あ
っ
せ
ん

機
関
へ
の
永
久
委
託
判
決
③
精
神
病
@
投
獄
⑥
遺
棄
⑥
放
震

⑦
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
(
具
体
的
事
由
不
明
〉
。

倒
ペ
ン
シ
ル
ヴ
了
一
ア
問
①
自
発
的
放
棄
②
遺
棄
(
窺
と
し
て

の
権
利
を
放
棄
し
、
義
務
を
拒
否
も
し
く
は
権
怠
す
る
確
信
的
目
的
を
示

す
行
為
)
③
無
能
力
④
虐
待
⑤
放
置
⑥
拒
否
。

(
日
刊
〉

側
プ
且
ル
ト
リ
コ
正
当
理
由
(
岡

g
a
2
5開)。

l

門
出
回
〉

似

ロ

l
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
親
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
扶
養
義
務

違
反

H
U
精
神
病
、
虐
待
ま
た
は
薬
物
中
毒
も
し
く
は
欽
潜
癖
に
よ
り
予

に
重
大
な
寄
を
与
え
る
た
め
親
と
し
て
不
適
格
で
あ
る
こ
と
…
m
あ
っ
せ

ん
機
関
に
委
託
し
て
六
か
月
以
上
経
過
し
子
を
殺
に
返
す
こ
と
が
あ
り
そ

う
も
な
く
望
ま
し
く
も
な
い
こ
と
討
遺
棄
)
。

(ω〉

紬
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
細
川
親
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
遺
棄

H
U

虐
待
)

0

〈
町
出

V

M

例
サ
ウ
ス
ダ
コ
タ
州
①
姦
通
②
投
獄
③
遺
棄
④
飲
溺
癖

⑤
精
神
病
⑥
裁
判
手
続
に
よ
る
監
護
権
喪
失
。

ハ
臼
〉

帥
テ
ネ
シ
ー
州
①
同
意
不
能
②
遺
棄
③
行
方
不
明
③
血
族

養
子
も
し
く
は
継
子
養
子
で
あ
る
こ
と
。

ハ6
〉

岡
テ
キ
サ
ス
州
①
経
営
管
理
委
員
会

(
5
8田
区
ロ
ぬ
n
oロ
8
2え
G
H
)

の
同
意
免
除
に
正
当
理
由
が
あ
る
(
内
容
不
明
)
②
親
と
し
て
の
権
利

消
滅
(
具
体
的
事
由
不
明
)
。

ハM
凹

V

嗣
ユ
タ
州
①
虐
待
、
放
置
も
し
く
は
遺
棄
を
理
由
と
し
た
監
護
権

は
く
奪
②
扶
養
義
務
違
反
。

(
白
山
〉

帥

ヴ

ァ

1
モ
ン
ト
州
予
の
世
話
お
よ
び
扶
養
を
遺
棄
し
た
こ
と

〈同
σ田
ロ
品
。
ロ
仲
町
拍

n
同
門
仲
田
口
仏
師
C
M
M

唱。吋昨)。

〈
目
別
)

同
開
ヴ
ァ

l
、
シ
ニ
ア
州
子
の
最
強
宵
の
利
益
。

ハm山
)

同
開
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
ア
イ
ラ
ン
ド
①
精
神
病
②
投
獄
③
遺
棄
④

扶
養
惚
怠
⑤
世
話
お
よ
び
監
護
に
不
適
格
。

ハ
同
開
)

制
ワ
シ
ン
ト
ン
州
①
市
民
権
は
く
奪
②
裁
判
所
に
よ
る
監
護
権

は
〈
奪
③
精
神
病
④
遺
棄
。

(

ω

)

 

刷
ウ
エ
ス
ト
ヴ
ァ

l
ジ
ニ
ア
州
①
精
神
病
②
遺
棄
③
行
方
不

明
④
法
に
よ
る
監
護
機
は
く
奪
。

ー

(

拘

)

倒
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
殺
と
し
て
の
権
利
消
滅

(
i
遺
棄

H
要

保
護
性
…
m
無
能
力

-w
訪
問
機
の
不
行
使

v
虐
待
叫
親
と
し
て
の

責
任
憐
怠
)
。

(
n
u
 

倒
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
①
行
方
不
明
②
親
と
し
て
の
権
利
は
く
奪

③
遺
棄
④
扶
養
義
務
違
反
⑤
虐
待
⑥
放
置
。

同
法
域
の
選
択
各
法
域
の
同
窓
免
除
事
由
を
合
計
す
れ
ば
約
一
二

(η
〉

O
穏
類
に
な
る
。
採
用
法
域
の
多
い
阪
に
整
理
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
遺
棄
(
四
一
法
域
)
②
扶
養
義
務
違
反
(
親
と
し
て
の
義
務
違

反
、
世
話
お
よ
び
保
護
の
拒
否
な
ら
び
に
子
の
拒
否
を
含
む
)
(
一
一
一
四
法

域
)
③
精
神
病
(
一
九
法
域
)
④
自
発
的
放
棄
〈
同
意
権
放
棄
を
含

む
)
〈
一
九
法
域
)
⑤
放
震
(
一
六
法
域
)
⑥
監
護
権
は
く
奪
(
一

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ジ
ピ
ア
特
別
区

(
D
C
〉
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

四



限
法
域
日
う
ち
、
虐
待
お
よ
び
放
霞
を
原
因
と
す
る
場
合
に
限
定
す
る
四

法
域
な
ら
び
に
離
婚
判
決
に
限
定
す
る
一
法
域
を
含
む
)
②
虐
待
(
一

回
法
域
)
③
連
絡
機
怠
(
一
三
法
域
)
⑨
無
能
力
(
一
一
法
域
)

⑬
行
方
不
明
(
九
法
域
)
⑪
悶
意
不
能
〈
八
法
域
)
⑫
不
合
理
(
八

法
域
了
叫
ん
だ
し
親
を
除
外
す
る
四
法
域
お
よ
び
監
護
権
を
有
す
る
親
を
除

外
す
る
二
法
域
を
含
む
)
⑬
飲
酒
癖
(
七
法
域
)
⑬
不
適
格
性
(
六

法
域
)
⑬
子
の
最
善
の
利
益
(
五
法
域
)
⑬
要
保
護
性
(
五
法
域
)

⑫
市
民
権
は
く
奪
(
四
法
域
)
⑬
投
獄
(
一
二
法
域
)
⑬
薬
物
中
毒

(
一
一
一
法
域
)
⑫
姦
通
(
一
二
法
域
)
⑫
殿
護
権
譲
渡
(
二
法
域
)
⑧

正
当
理
由
〈
二
法
域
)
⑧
配
偶
者
の
虐
待
に
よ
る
離
婚
(
二
法
域
)

⑧
子
の
危
険
(
二
法
域
)
⑧
後
見
人
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
(
一
法
域
日

以
下
向
じ
)
⑧
不
行
跡
⑫
養
子
あ
っ
せ
ん
機
関
へ
の
永
久
委
託
判
決

⑧
親
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
⑧
子
と
の
近
親
格
姦
⑩
突
親
子
関
係
が

良
好
で
な
く
、
思
親
里
子
が
長
期
間
同
居
し
、
心
理
的
親
子
関
係
を
形
成

し
、
子
が
実
親
を
嫌
い
、
か
つ
袈
親
が
子
を
養
子
に
す
る
こ
と
を
望
ん
で

い
る
こ
と
⑧
予
に
必
要
な
も
の
を
提
供
で
き
ず
、
子
の
養
育
計
画
を
立

て
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
っ
、
伸
機
関
の
世
話
が
一
年
以
上
に
及
び
、

ま
た
は
従
前
に
も
措
澄
し
た
経
歴
も
し
く
は
放
置
お
よ
び
虐
待
の
経
歴
を

有
し
、
さ
ら
に
予
を
機
関
に
引
き
渡
し
た
原
因
が
継
続
し
て
い
る
た
め
子

を
取
り
一
戻
せ
そ
う
も
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
帥
継
親
も
し
く
は
親
族
の

世
話
が
一
年
以
上
に
及
び
か
つ
親
が
裁
と
し
て
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
こ
と
。
以
上
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
由
か
ら
親
自
身
の
行
為
に
基
づ
く
事
由
を
除
き
、
直
接
に

四

子
の
福
祉
に
注
目
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
事
由
を
掲
げ
れ
ば
、
不
合
理

(
⑫
)
、
子
の
最
諮
問
の
利
益
(
⑬
)
お
よ
び
正
当
理
由
(
⑫
)
の
一
一
一
事
由

で
あ
る
。
こ
の
う
ち
不
合
理
に
つ
い
て
は
監
護
権
を
有
ず
る
親
が
免
除
の

対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
正
当
理
由
は
そ
の
内
容
が
ま
っ
た
く

不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
子
の
最
善
の
利
益
を
同
意
免
除
事
由
に
し
て
い
る

法
域
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
子
の
最
諮
問
の
利
益
を

免
除
事
由
と
し
て
採
用
す
る
五
法
域
の
う
ち
、
ア
イ
オ
ワ
州
で
は
同
意
に

関
す
る
判
例
が
い
わ
ゆ
る
継
子
養
子
の
一
事
案
に
偏
在
し
か
っ
量
的
に
も
少

な
い
た
め
第
一
次
的
な
検
討
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
マ
サ
チ

ハ

nv

ュ
1
セ
ツ
ツ
州
は
比
較
的
最
近
ま
で
断
絶
養
子
を
採
用
し
て
い
な
か
っ
た

た
め
、
や
は
り
対
象
か
ら
は
は
ず
す
こ
と
に
す
る
。
以
上
か
ら
本
稿
の
視

疫
に
基
づ
い
て
検
討
す
べ
き
第
一
の
素
材
は
ア
リ
ゾ
ナ
州
、
コ
ロ
ン
ビ
ア

特
別
区
お
よ
び
ヴ
ァ
1
ジ
ニ
ア
州
の
三
法
域
の
養
子
法
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
三
法
域
の
中
で
も
向
意
に
関
す
る
判
例
が
最
も

純
粋
に
子
の
福
祉
を
追
求
し
て
い
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
養
子
法
に
つ
い

て
判
例
の
解
釈
を
紹
介
し
、
分
析
を
試
み
る
。
残
る
二
法
域
に
つ
い
て
は

次
の
機
会
を
待
ち
た
い
。

注
(
1
)

本
稿
は
、
前
回
「
わ
が
閤
代
諾
養
子
組
縁
に
つ
い
て
1
1
イ
ギ
リ
ス
養

子
法
の
検
討
を
通
じ
て
|

l
」
筑
波
法
政
六
号
(
昭
和
五
八
年
)
一
二
九
頁

以
下
を
前
提
と
し
、
こ
れ
と
の
重
複
を
で
き
る
だ
け
避
け
る
。
あ
わ
せ
て
参

照
願
え
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
2
)

山
由
岡
正
男
「
民
法
第
八
一
四
条
第
一
項
第
一
一
一
号
の
離
縁
原
因
に
あ
た
ら
な

い
事
例
」
民
世
間
五
二
巻
四
号
〈
昭
和
四
O
年
)
五
五
七
i
五
五
九
頁
お
よ
び

同
「
明
治
民
法
起
卒
者
の
養
子
制
度
観
i
i民
法
に
お
け
る
養
子
縁
組
の
性

格
を
た
ず
ね
て

l
l」
(
臨
脚
本
選
跨
・
「
現
代
私
法
の
諸
問
題
」
)
有
斐
閣



{
昭
和
三
四
年
)
七
六
二
頁
は
、
婿
養
子
を
媒
介
と
し
た
婚
姻
と
養
子
縁
組

の
問
視
お
よ
び
成
年
養
子
と
未
成
年
養
子
の
混
同
を
指
摘
す
る
。

(
3
)

民
法
七
九
七
条
に
規
定
さ
れ
る
法
定
代
理
人
は
、
実
際
上
ほ
と
ん
ど
が
実

親
で
あ
る
。

(
4
)

中
川
高
男
「
特
別
養
子
|
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
養
子
協
定
を
モ
デ
ル
と
し
て

l
l」
ジ

a
p
七
八
四
号
{
昭
和
五
八
年
)
八
七

l
八
八
頁
。

(
5
)

周
知
の
よ
う
に
法
制
審
議
会
民
法
部
会
身
分
法
小
委
員
会
に
お
い
て
養
子

法
の
改
正
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
断
絶
養
子
採
用
の
是
非
が
論
議

さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
す
る
。
し
か
し
阜
〈
断
絶
養
子
を
採
用
し
た
法
制

度
で
は
、
継
子
養
子
お
よ
び
親
族
養
子
に
お
け
る
要
請
に
基
づ
き
、
逆
に
断

絶
効
果
を
回
避
す
る
傾
向
も
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
磯
野
誠
一
「
英
国

新
児
童
法
の
素
描
」
ジ
&
習
六
O
四
号
(
昭
和
五
一
年
)
一
一
九
頁
、
中
川

・
注
(
4
)
所
揚
八
七
頁
、
一
二
木
妙
子
「
イ
ギ
リ
ス
の
養
子
制
度
」
ジ

a
p
七

八
二
号
(
昭
和
五
八
年
)
二
二
頁
、
前
回
・
注
(
1
)
所
掲
ご
ニ
四

l
一
三
五

頁
お
よ
び
島
津
一
節
目
許
末
恵
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
他
児
養
育
制
度
の
動

向
l
lワ
イ
ド
レ

ν
ジ
の
児
童
立
法
に
つ
い
て

i
l」
判
タ
五
二
九
号
(
昭

和
五
九
年
)
一
一
五
頁
以
下
参
照
。

(
6
)

前
田
・
注
(
1
)
所
掲
一
二
九
頁
以
下
。

(
7
)

一
ニ
木
・
注
(
5
)
所
掲
一
六
頁
お
よ
び
島
津
山
静
・
注
(
5
)
所
掲
一
一
六

真。

(
8
)

磁
野
誠
一
「
一
九
七
五
年
児
童
法
の
養
護
縫
合
E
H
E
S
S
E包
に
つ

い
て
」
法
学
新
報
八
三
巻
一

0
・
一
一
・
一
一
一
ム
ロ
併
号
(
昭
和
五
二
年
)
一
ニ

一頁。

(9)

一
八
五
一
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
養
子
法
が
コ
モ

γ
ロ
I
固
で
は
最
初
の

広
範
な
養
子
法
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

ω件
。
三
百
回

W
・
M
M
S
E
R
-
吋]常

国吉。、明
ghHWAN
円相句、言語刷。
h.HFぬ
h由
連

2
4
S滋

h
h
H
S
。¥
k足
。
、
.

H
e
p
口
同
・
】
可
hF認
-
F
・
怠
タ
怠
閉
会
申
吋
H
)

。
し
か
し
大
陸
法
系
特
に
ス

ベ
イ
y
法
系
に
属
す
る
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
は
早
く
か
ら
養
子
法
が
知
ら
れ
て

お
り
、
ま
た
コ
モ

γ
ロ
ー
に
属
す
る
州
で
も
一
八
四
六
年
ミ
シ
シ
ッ
ピ

1

法
、
一
八
五
O
年
テ
キ
サ
ス
法
お
よ
び
一
八
五
O
年
バ

I
モ
シ
ト
法
は
養
子

収
養
の
記
録
に
関
す
る
簡
単
な
規
定
を
有
し
て
い
た
(
両
論
文
四
六
一
一
良
)
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
養
子
法
は
=
一
一

O
年
以
上
の
歴
史
を
有
し
、
一
九

二
六
年
法
以
来
六

O
年
近
く
を
経
過
し
た
イ
ギ
リ
ス
訟
の
二
倍
以
上
の
年
輸

を
重
ね
て
い
る
。

〈
叩
)
養
子
法
の
歴
史
に
関
し
て
は
ア
メ
リ
カ
人
自
身
の
研
究
が
乏
し
い
よ
う
で

あ
る
。
石
村
普
助
「
養
子
法
の
現
代
的
課
題
」
法
時
一
一
一
七
巻
ゴ
五
守
(
昭
和

四
O
年
〉
一
一
九
頁
お
よ
び
一
一
一

O
頁
に
よ
れ
ば
ご
般
に
法
史
学
的
研
究
の
乏

し
い
ア
メ
ロ
カ
」
で
、
「
州
の
家
旋
法
の
史
的
変
還
を
扱
っ
た
も
の
に
は
」

カ
P
プ
オ
ル
ニ
ア
州
に
関
す
る
研
究
が
一
線
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
養
子
法
に

関
し
て
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
そ
の
後
最
近
に
な
っ
て
、

MMHO自
o
p
室
、
話

ロ。
g
申
お
よ
び

J
E
E
r山
品
。
関
陣
4
2
E
B
P
み
札
。
hvHhgh諸
制
。
之
、

人
由
連
当
町
内
P

N

O

U『

-MU冨
-
F
・。
3
2
8
8
が
山
山
た
が
、
剛

VH-ozz
は

一
九
世
紀
の
制
定
法
を
扱
い
、
照
宮
喜
多
目

g
"
は
植
民
地
時
代
を
対
象
と
す

る
。
今
世
紀
に
お
け
る
変
遷
を
こ
れ
ら
か
ら
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、

。回一回目出
1

呂
田
の
・
〈
国
岡
H
a
g
p
〉
富
岡
間
同
nhpZMよ
富
岡
F
4
F
h
F
4司
帥
・
〈
。
「
口
、

(司

2
0回
同
駒
田
島
の
F
広
島
)
回
選
ム
8
2
8
3
に
よ
り
そ
の
当
時
の
各
法
械
の

状
況
を
知
る
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
程
度
に
過
ぎ
な
い
。
な
お
、

F
g
〉・

5
0
H骨
出
回
母
子
円
、
K
M
P
Q言
。
、

hhpuhマ
H
h
s
u
b
官
民
、
認
H
a
N宮内

ミ
豆
、
3
・
∞
〈
h
F
2
0
・
同
士
何
回
4
・
JRω
・吋叩
0
3
8晶
}
は
、
当
時
二

O
年

前
に
出
版
さ
れ
て
い
た
ま
盟
国
国
の
記
述
以
上
を
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
述
べ
て
い
る
。

〈
日
)
全
法
裁
を
一
応
の
対
象
と
し
て
「
現
行
法
」
を
紹
介
す
る
文
献
に
以
下
が

あ
る
。
穂
積
重
逮
「
米
国
養
子
法
」
法
曹
時
報
一
一
一
巻
三
号
(
昭
和
二
六
年
)

一
i
二
四
頁
、
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局
「
ア
メ
リ
カ
各
州
養
子
縁
組

法
概
要
」
家
月
七
巻
一
号
{
昭
和
三

O
年
)
五
九

l
一
七
八
頁
、
同
「
ア
メ

リ
カ
各
州
養
子
縁
組
法
エ
覧
表
」
家
月
一
三
巻
一
一
一
号
(
昭
和
三
六
年
)
九

七
l
一
一
一
一
一
頁
、
西
沢
修
「
米
国
養
子
法
付
、
口
完
」
家
月
一
三
巻
二
号

一
|
ニ
九
頁
、
一
一
一
号
一

l
二
八
頁
{
共
に
昭
和
三
六
年
)
、
神
崎
恭
郎
「
米

国
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
」
家
月
一
七
巻
五
号
{
昭
和
四
O
年
)
一
七
五

l

一
九
三
頁
。

(
ロ
)
統
一
養
子
法
、
連
邦
最
高
裁
の
判
例
、
な
ら
び
に
ニ

a
I
冨

I
F
や
カ
リ

フ
*
ル
ニ
ア
な
ど
の
大
き
な
州
の
制
定
法
お
よ
び
判
例
の
雛
観
も
し
く
は
傾

ア
メ

P
カ
合
衆
国
ロ
ロ

γ
ピ
ア
特
別
区

(
D
C
〉
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一
四
三



向
を
紹
介
す
る
文
献
に
は
、
石
川
稔
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
親
子
法
の
動

向
」
ジ

f
iハ
O
二
号
(
昭
和
五

O
年
二

O
七
l
一
一
一
一
一
良
、
問
問
「
ア
メ
リ

カ
養
子
法
」
ジ
ュ
リ
七
八
四
号
(
昭
和
五
八
年
)
九
七

i
一
O
九
頁
が
あ

り
、
特
殊
問
題
に
焦
点
を
あ
て
た
翻
訳
お
よ
び
研
究
に
石
村
養
助
・
西
川
ゑ

い
子
訳
「
『
取
引
さ
れ
る
子
供
達
』

l
iア
メ
リ
カ
養
子
法
概
観

1
i」
都

立
大
法
学
会
雑
誌
五
巻
}
号
(
昭
和
四
一
年
)
二

O
五
l
二
回
一
真
お
よ
び

石
村
普
助
「
ア
メ
リ
カ
養
子
法
の
一
断
面

l
!い
わ
ゆ
る
巴
z
r
ζ
2
r
Z

E
R
O
B
o
z
-を
め
ぐ
っ
て
l
i
s」
家
月
一
八
巻
七
号
(
昭
和
田
一
年
)
一

l
一一一

O
頁
が
あ
る
。
そ
の
他
、
翻
訳
に
は
ボ
!
デ
ン
ハ
イ
マ

l

(
中
川
高
田
刀

H
鈴
木
康
訳
)
『
養
子
法
の
新
し
い
傾
向
と
要
議
並
び
に
法
律
改
正
へ
の
提

言
」
明
治
学
院
論
護
法
学
研
究
二
七
号
月
間
昭
和
五
六
年
)
四
一

1
一
四
三
頁

が
あ
り
、
制
定
法
の
条
文
訳
に
佐
藤
修
市
「
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
養
子
法

(
上
了
(
下
ご
戸
籍
四
五
回
号
四
五

i
五
一
一
良
、
四
五
六
号
二
一

i
二
八
頁

〈
共
に
昭
和
五
七
年
)
が
あ
る
。
ま
た
、
法
務
省
民
事
局
(
発
行
)
「
外
国

身
分
関
係
法
規
集
」
中
の
「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
家
族
法
」
、
「
グ
ア
ム
領
民
法
」

「
ハ
ワ
イ
法
規
集
一
九
五
九
年
版
」
お
よ
び
「
ア
イ
オ
ワ
州
家
族
法
」
は
養

子
訟
を
含
ん
で
い
る
。

(
臼
)
個
別
的
研
宛
と
し
て
は
連
邦
最
高
裁
の
の
与

g
事
件
を
詳
細
に
検
討
し

た
早
稲
回
大
学
英
米
判
例
研
究
会
(
鈴
木
隆
史
担
当
)
「
事
実
上
の
家
族
を

め
ぐ
る
法
的
諸
問
題
付
」
早
稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
比
較
法
学
一
七
巻
一

号
〈
昭
和
五
八
年
)
一
八
七

l
一
二
八
頁
お
よ
び
二
一
一
一
九

i
二
回
O
頁
を
知

る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
養
子
制
度
を
直
接
に
扱
わ
な
い
文
献
に
ま
で
視
野

を
広
げ
れ
ば
、
同
意
免
除
事
由
に
関
連
す
る
素
材
を
検
討
す
る
浅
見
公
子

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
子
ど
も
の
虐
待
・
遺
棄
の
事
例
」
成
域
法
学
一
二
号

(
昭
和
五
七
年
)
一

O
一一一

i
一
二
六
頁
、
問
中
英
夫
「
英
米
家
族
法
に
お
け

る
『
子
供
の
幸
福
』
と
『
親
の
権
利
』
」
法
曹
時
報
一
一
一
四
巻
二
号
(
昭
和
五

七
年
)
一

1
コ
一
六
頁
等
が
あ
る

g

(
日
目
)
穂
積
・
注
(
U
)
所
掲
ニ
頁
。

〈
日
)
松
本
怪
縫
「
国
内
法
学
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
法
研
究
の
位
稲
」
法
待
五
六
巻

一
号
〈
昭
和
五
九
年
〉
一
一
一
二
頁
。

(
付
加
)
ボ
l
デ

γ
ハ
イ
マ

I
(中
川
H
鈴
木
訳
)

-
注
(
日
)
所
掲
四
六
真
は
カ
日

一
四
四

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
養
子
法
の
修
正
が
あ
ま
り
に
も
多
い
た
め
に
、
カ
リ
ブ
方
ル

ニ
ア
の
熟
達
し
た
法
律
家
で
さ
え
も
迷
路
の
よ
う
な
条
文
を
解
釈
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
と
い
う
。
ち
な
み
に
カ
リ
フ
ォ
ル
エ
ア
州
養
子
法
の
同
意
に

関
す
る
一
つ
の
裁
定
だ
け
で
も
、
一
八
七
二
年
か
ら
一
九
八
一
年
ま
で
の
約

一
0
0年
間
に
一
一
七
回
の
修
正
を
受
け
て
い
る
。
。
k
p
F
・
。
ョ
・
。
。
切
回
明
日
立

(
4〈
mm
品川同由曲
N
)
。

〔
げ
)
ニ
ハ
五
八
年
以
後
の
判
例
を
網
羅
す
る
〉
S
2目。
E
M
Uぽ
g
岬
∞
ゆ
片
山
2

の
ぐ
o「
H
K
F
E・
0
k・
の
刊
誌
ゲ
別
品
切

H
u
o
n
-
U山間・

d
p
H
1
M品
U
2・

0
山間・
-
H
l
g
O
2・
U
仲間
-
u

ヤ
A
X
r
u
w
H
i
g
r
u
.
ヤ
m
H
r
u
.
H
1
3
r

0
・
H1∞昨
r
p
H
I申
H
r
U
H
V
H
Y
同
の
g
-
U山
間
・
町
長
iHω
の
2
・円以間・

由同
r
以
上
の
各
誌
に
お
い
て
〉
品
。
官
民
。

p
。
。
ロ
自
由
円
。
同

M
M
R巴
E

C
注

目
乱
立
以
後
は
穴
O
可

z
c
g
r
a
s
に
分
類
さ
れ
て
い
る
判
例
が
約
一
一
一

0

0
0件
で
あ
る
。
〉
品
。
唱
神
戸
O
ロ
全
体
で
は
一
万
件
を
越
え
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
中
か
ら
個
別
的
問
題
に
つ
い
て
の
H
l
デ
ィ
ン
グ
ケ

l
ス
を
選
ぶ

作
業
だ
け
で
も
一
人
の
研
究
者
で
は
難
か
し
い
で
あ
ろ
う
。

(
国
)
。
。
8
5阿国
y
b
h叫
銀
、
ぜ
ぬ
い
、
。
h
.
M
芯
な

h
n
H
S
bミ
HMXヰ
な
な
h・
hH

句、

宮、
S
H
K
山
号
攻
守
宮
司
ま
E
H
H
E
h『
g
g
a
民
主
NUQ
高
ミ
.
h

n
g向、ミ
L
m
〉
岡
田
。
Z
F
・

MN開
4
・
8
吋
(MgN)
は
継
子
養
子
に
焦
点
を

合
わ
せ
て
全
法
域
の
間
同
意
免
除
事
由
を
五
つ
に
分
類
す
る
。
さ
ら
に
、

。
o
S
5
0ロ
f
u吋
寺
遣
な
お
同
問
。
認
。
¥NUA号
、
ミ
ミ
河
北
静
岡
句
な
み
npw』
ひ
尽
き

nazhwu
句。
2
2な
向
。
お
H
h
w
a

喝
の
と
「
向
子
同
仏
下
回
付
〉
沼
・
同
、
.
問
事
叶
(
同
由
叶
町
)

も
、
前
者
の
よ
う
に
網
緩
約
で
は
な
い
が
、
子
の
利
益
を
中
心
に
同
意
免
除

事
由
を
分
類
す
る
。
し
か
し
両
者
と
も
免
除
事
由
の
一
般
的
概
観
を
明
ら
か

に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(
問
問
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〉
HIP
。
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m
g
1
5
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ω
(
m
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8
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z
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γ
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ハ
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斜
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O
F
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間
の
同
意
免
除
事
砲
の
変
化
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
お
)
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
に
お
い
て
は
養
子
は
一
九
六
五
年
修
正
法
ま
で
養

続
族
に
対
す
る
相
続
権
を
持
た
ず
、
一
九
六
七
年
修
正
法
ま
で
突
親
に
対
す

る
相
続
擦
を
有
し
て
い
た
。

ζ
k
p
g
-
の開
Z
-
F
K
F割
前
〉
Z吋

F
o
r
・
M
H
D

惜
吋
(
同
回
目
白
色
町

ωgMMMM
・
5
g
)
参
照
。

第
二
節

D
C養
子
法
概
説

一

序

D
C
の
養
子
制
度
は
一
八
九
五
年
の
制
定
法
に
よ
り
創
設

さ
れ
、
一
九
三
七
年
お
よ
び
一
九
五
四
年
の
一
一
度
の
大
修
正
を
経
て
今
日

ハ
1
)

に
至
っ
て
い
る
。
本
節
で
は
制
定
法
規
定
に
沿
い
、
現
行
法
を
筒
略
に
概

観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

ニ

概

説

ハ
2
〉

付
当
事
者
養
子
収
養
を
申
し
立
て
る
箆
親
に
配
偶
者
が
あ
る
場

合
に
は
、
里
親
夫
婦
が
共
同
し
て
申
立
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
養
子

に
つ
い
て
は
、
当
初
は
未
成
年
者
に
限
定
さ
れ
た
が
、
後
に
成
年
養
子
も
認

ハ
3
)

ハ
4
V

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
行
法
に
は
当
事
者
の
年
齢
制
限
は
な
い
。

口

同

意

ω
同
意
権
者
他
の
ほ
と
ん
ど
の
法
域
と
同
じ
よ

(
5
〉

ハ

6
U

う
に
、
養
子
収
養
に
は
同
意
権
者
の
同
意
を
要
す
る
。
制
定
法
の
定
め
る

同
意
権
者
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

i

父
母
も
し
く
は
生
存
親

o
u

子
の
後
見
人
。
…
m

親
と
し
て
の
権
利
が
放
楽
さ
れ
も
し
く
は
消
滅
し
て

い
る
場
合
に
、
殺
と
し
て
の
権
利
を
引
き
受
け
た
養
子
あ
っ
せ
ん
機
関
も

し
く
は

D
C
の
長
(
沼
田
百
円
)
。

-w

以
上
に
該
当
す
る
同
意
権
者
が
な

い
場
合
に
、

D
C
の
長
。
以
上
で
あ
る
。

一
一
四
六

円

7
V

父
母
が
未
成
年
で
あ
っ
て
も
同
意
能
力
を
有
す
る
。
他
の
ほ
と
ん
ど
の

(
8〉

法
域
で
も
未
成
年
の
親
の
同
意
能
力
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
法
域

で
は
透
常
は
未
成
年
の
親
の
同
意
だ
け
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
祖
父
母
も

〈

9
U

し
く
は
後
見
人
の
同
震
を
要
す
る
。

子
の
後
見
人
、
養
子
あ
っ
せ
ん
機
関
も
し
く
は

D
C
の
長
が
同
意
権
者

で
あ
る
場
合
に
同
意
を
免
除
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
制
定
法
に

規
定
は
な
い
。
判
例
は
次
節
に
見
る
通
り
、
同
意
免
除
の
可
能
性
を
認
め

て
は
い
る
が
実
際
に
免
除
し
た
例
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
結
局
、
子
の
揺

〈
川
山
〉

祉
を
判
断
す
る
者
は
誰
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
解
答
は
ま
だ
出
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

同
同
意
の
形
式
同
意
権
者
は
、
権
限
を
有
す
る
係
官
、
養
子
あ

っ
せ
ん
機
関
の
代
理
人
も
し
く
は
D
C
の
長
の
面
前
で
同
意
書
に
承
認
の

〈

U
)

サ
イ

γ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

D
C
以
外
の
多
〈
の
法
域
で
も
当

事
者
に
同
意
の
重
大
性
お
よ
び
終
局
伎
を
自
覚
さ
せ
て
同
意
の
有
無
を

ハ
ロ
)

め
ぐ
る
争
い
を
避
け
る
た
衿
侃
、
書
面
に
よ
る
こ
と
お
よ
び
証
人
が
認
証

す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
百
九
一
般
に
制
定
法
の
要
件
に
合
致
し
な
い
筒

ハH
H
〉

意
は
無
効
に
な
る
た
め
、
婆
式
性
を
求
め
る
D
C
制
定
法
の
下
で
は
黙
示

〈
日
)

の
同
意
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

ー

(Mmv

刷
同
意
の
無
効
同
意
は
明
確
に
、
自
発
的
に
、
か
っ
同
意
の
効

(
臼
)

田
米
を
理
解
し
て
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
、
た
と
え
同
意
の

形
式
が
守
ら
れ
て
い
て
も
詐
欺
、
強
迫
そ
の
他
不
当
な
手
段
に
基
づ
く
同

(
叩
同
〉

意
や
対
価
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
悶
意
は
無
効
で
あ
る
。



(
同
日
〉

国

手

続

ω
申
立
養
子
収
養
の
申
立
警
に
は
以
下
の
こ
と

を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

i

子
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
お

よ
び
出
生
場
所
な
ら
び
に
笑
親
の
氏
名
お
よ
び
住
所
。
た
だ
し
、
笑
親
に

つ
い
て
は
申
立
人
た
る
里
親
の
知
る
範
閣
に
畑
山
り
、
ま
た
D
C
の
長
も
し

く
は
養
子
あ
っ
せ
ん
機
関
が
匿
名
養
子
を
承
認
し
た
場
合
を
除
く
。

un

里
親
の
氏
名
、
住
所
、
年
齢
、
職
業
お
よ
び
勤
務
先
。
…
m

箆
親
と
実
親

と
の
関
係

0

・w
子
お
よ
び
笑
毅
の
人
種
お
よ
び
宗
教
。

v

毘
殺
の
人

種
お
よ
び
宗
教

0

・m

里
親
と
子
が
生
活
を
共
に
し
始
め
た
日
。
吋
予

の
氏
変
更
の
希
望
。
以
上
で
あ
る
。

〈

初

)

∞
通
知
申
立
蓄
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
直
ち
に
召
喚
状
、
令
状

(円高

Z
R
a
z
s
c
も
し
く
は
裁
判
所
の
命
令
す
る
そ
の
他
の
方
式

で
、
養
子
収
養
手
続
が
係
属
し
た
こ
と
を
同
意
権
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
養
子
収
養
に
同
意
し
た
者
に
重
ね
て
通
知
す
る
必

要
は
な
い
。〈刷

品

)

ハ

m〉

ω
調
査
成
年
養
子
お
よ
び
継
子
養
子
の
場
合
を
除
き
、
裁
判
所

は
申
立
に
関
す
る
調
査
、
報
告
お
よ
び
勧
告
を
、
養
子
あ
っ
せ
ん
機
関
が

関
与
す
る
と
き
に
は
そ
の
機
関
に
、
関
与
し
な
い
と
き
は
D
C
の
長
に
指

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
査
の
内
容
は
i

申
立
書

A

記
載
事
項
の
真

否、

u
養
子
と
し
て
の
適
性
を
判
断
す
る
た
め
に
、
子
の
周
囲
の
状
況
、

援
歴
お
よ
び
資
産
、
…
m

養
毅
と
し
て
の
適
性
を
判
断
す
る
た
め
に
、
夏

殺
の
家
庭
状
況
、
対
申
立
前
に
お
け
る
養
子
補
助
金
契
約
の
存
否
お
よ

び
そ
の
内
容
等
を
含
め
た
養
子
収
養
に
関
す
る
そ
の
他
の
条
件
、
以
上
で

あ
る
。
調
査
の
指
示
を
受
け
た
機
関
も
し
く
は
D
C
の
長
は
、
前
記
調
査

事
項
を
書
面
で
裁
判
所
に
報
告
し
、
即
時
の
終
局
命
令
の
是
非
も
し
く
は

一
時
的
監
護
権
を
盟
毅
に
与
え
る
中
間
命
令
の
奉
非
を
勧
告
す
る
。
こ
の

報
告
書
は
調
査
の
指
示
を
受
け
て
か
ら
九

O
日
以
内
に
も
し
く
は
裁
判
所

の
定
め
る
そ
れ
以
上
の
期
日
内
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ハ
幻
)

胸
養
子
収
養
命
令
裁
判
所
は
申
立
議
、
同
意
書
お
よ
び
利
害
関

係
人
、
が
提
出
し
た
そ
の
他
の
証
拠
を
検
討
し
、

i

子
が
身
体
的
に
、
精

神
的
に
か
っ
そ
の
他
の
面
で
養
子
と
し
て
適
し
て
い
る
こ
と
、

H

里
親

が
子
に
適
切
な
家
庭
を
与
え
、
子
を
教
育
す
る
適
性
を
有
す
る
こ
と
、
…
m

養
子
収
養
が
子
の
最
善
の
利
益
に
適
す
る
こ
と
、
以
上
を
確
認
し
た
場
合

に
は
養
子
収
養
の
中
間
命
令
も
し
く
は
終
局
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
う
ち
里
親
の
適
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
裁
判
所
は
、
泰

子
補
助
金
契
約
に
基
づ
く
扶
養
お
よ
び
医
療
看
護
の
た
め
の
基
金
を
受
給

さ
せ
る
と
い
う
D
C
の
長
の
保
証
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

終
局
命
令
は
六
か
月
の
試
験
期
間
を
経
な
け
れ
ば
出
す
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
裁
判
所
が
子
の
利
益
に
適
す
る
と
判
断
す
る
と
き
は
六
か
月
以
上
一

年
以
内
に
そ
の
判
決
文
に
従
い
自
動
的
に
終
局
命
令
と
な
る
中
間
命
令
を

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
中
間
命
令
は
正
当
事
由
が
あ
れ
ば
い
つ

で
も
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。
取
り
消
す
た
め
に
は
、
養
子
収
養
申
立

の
通
知
を
受
け
た
全
当
事
者
に
通
知
を
し
て
審
理
を
受
け
る
機
会
を
与
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
手
続
は
、
非
公
開
の
私
室
で
も

し
く
は
裁
判
所
が
適
当
と
制
判
断
し
た
公
開
制
限
を
し
た
法
廷
で
行
な
う
。

終
局
命
令
後
一
年
を
緩
過
し
た
と
き
は
、
裁
判
権
上
の
も
し
く
は
手
続
上

(

M

)

 

の
穣
疲
を
理
由
に
命
令
の
効
力
を
争
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
養
子
収

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一
四
七



養
手
続
に
関
す
る
記
録
お
よ
び
書
類
は
、
子
の
福
祉
を
促
進
さ
せ
る
こ
と

ハお〉

を
確
認
し
た
う
え
で
の
裁
判
所
の
命
令
、
が
な
い
限
り
公
開
さ
れ
な
い
。

〈
M
叫
〉

伺
効
果
終
局
命
令
に
よ
り
養
親
子
に
相
続
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る

箇
で
親
子
関
係
が
生
じ
る
。
子
と
実
親
お
よ
び
実
親
族
と
の
関
係
は
相
続

権
を
含
め
て
す
べ
て
切
断
さ
れ
る
。
た
だ
し
継
子
養
子
に
つ
い
て
は
、
継
親

の
配
偶
者
た
る
実
綴
と
の
関
係
は
切
断
さ
れ
な
い
。
中
間
命
令
も
終
局
命

令
と
同
様
の
効
果
を
有
す
る
が
、
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
初
め
か
ら
効

果
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
別
に
命
令
が
な
い
限
り
子
の
氏
は
養
親
の

氏
に
変
更
さ
れ
る
。
終
局
命
令
は

D
C
の
長
に
通
知
さ
れ
る
。

D
C
の
長

は
新
た
な
出
生
証
明
書
を
発
行
し
、
一
万
の
出
生
証
明
書
を
封
印
す
る
。
封

印
さ
れ
た
証
明
書
は
裁
判
所
の
命
令
に
よ
ら
な
い
限
り
公
開
さ
れ
な
い
。
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1
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o
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ω
C
M
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H
g
m
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・
現
行
法
前
の
中
口
い
制
定

法
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
沿
背
中
に
触
れ
る
叙
述
は
制
定
法

規
集
の
注
釈
も
し
く
は
古
い
判
例
に
お
け
る
制
定
法
の
引
用
に
基
づ
く
。

(
2
)

本
稿
で
は
養
子
収
養
を
目
的
と
し
て
子
を
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護
す
る
者
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す
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て
里
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と
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す
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第
三
節

D
C
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

第
一
項
序
本
稿
の
目
的
は
同
意
免
除
事
由
に
関
す
る
判
例
を
検

討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
同
意
権
者
の
範
聞
の
問
題
と

同
意
免
除
の
問
題
と
は
密
接
に
結
び
つ
き
、
同
意
免
除
の
判
例
か
否
か
の

判
断
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
(
後
述
判
例
門
口
】
参
照
)
。
さ
ら
に
例
え

ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
同
意
免
除
問
題
の
中
心
的
素
材
で
あ
っ
た
同
意
撤
回



の
事
案
が
ア
メ
リ
カ
で
は
同
意
免
除
と
は
別
個
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
同
意
免
除
に
か
か
わ
る
こ
れ
ら
周
辺
領
域
の
判
例
も
含
め

〈

1
〉

て
同
意
に
関
す
る
す
べ
て
の
判
例
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
た
め

多
様
な
論
点
を
持
つ
判
例
を
扱
う
結
果
と
な
り
、
先
行
判
例
の
影
響
力
に

着
目
し
て
判
決
言
渡
年
月
日
順
に
叙
述
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
判
例
の
理

解
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
主
と
し
て
事
案
を
基
準

に
し
た
分
類
に
よ
り
判
例
を
紹
介
し
て
位
置
づ
け
、
ま
た
若
干
の
分
析
を

試
み
る
。
な
お
本
節
の
最
後
に
事
案
を
基
軸
に
し
た
全
判
例
の
一
覧
を
掲

げ
て
各
判
決
の
時
間
的
先
後
を
あ
わ
ぜ
て
示
し
た
。

第
二
項
同
意
撤
回
同
意
撤
回
は
禁
反
言
に
抵
触
し
、
本
来
は
許

ハ
2
〉

さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
は
、
制
定
法
が
特
に
制
限
し
な

(
3〉

い
限
り
同
意
撤
回
は
自
由
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
同
意
撤
回
に
関
す

(
4
)
 

る
制
定
法
規
定
を
有
す
る
法
域
は
少
な
い
。
い
く
つ
か
の
制
定
法
は
撤
回

(
5〉

可
能
な
段
階
を
明
記
し
、
い
く
つ
か
の
制
定
法
は
詐
欺
も
し
く
は
強
迫
の

場
合
に
の
み
撤
回
を
認
め
、
ま
た
い
く
つ
か
の
制
定
法
は
撤
回
事
由
を
制

ハ
6
)

問
問
せ
ず
に
裁
判
所
の
承
認
を
要
す
る
と
の
み
規
定
す
る
。
制
定
法
規
定
の

な
い
法
域
の
判
例
は
、
か
つ
て
は
養
子
収
養
の
判
決
前
で
あ
れ
ば
撤
回
で

き
る
と
解
し
て
い
た
が
、
最
近
で
は
裁
判
所
の
許
可
を
要
す
る
と
か
詐
欺

(
7
)
 

も
し
は
強
迫
に
限
定
さ
れ
る
と
す
る
判
決
が
増
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

D
C
に
は
同
意
撤
回
に
関
す
る
制
定
法
規
定
は
存
在
せ
ず
、
前
述
の
最
後

の
例
の
一
つ
に
位
震
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

D
C
の
判
例
は
一
貫
し
て
撤

回
を
認
め
な
い
立
場
を
維
持
し
て
い
る
。

(
8
)
 

【

1
〕
四
四
年
事
件

〔
事
案
〕

母
は
未
成
年
で
あ
っ
た
が
、
当
該
非
嫡
出
子

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一
四
九

の
出
産
前
に
養
子
収
養
に
同
意
し
、
出
産
後
そ
の
同
意
を
重
ね
て
承
認
し

た
。
子
は
出
生
後
す
ぐ
に
里
親
に
引
き
渡
さ
れ
、
生
後
五
日
自
に
里
親
が
養

子
収
養
を
申
し
立
て
た
。
し
か
し
二
カ
月
後
に
母
は
同
意
を
撤
回
し
た
。
原

審
は
撤
回
の
自
由
を
認
め
、
か
つ
同
怠
を
免
除
す
べ
き
特
別
事
情
の
な
い
こ

と
を
認
定
し
て
養
子
申
立
を
棄
却
し
た
。

〔
判
旨
〕
「
同
意
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
同
意
に
基
づ
く
行
為
が
生
じ
れ

ば
、
正
当
理
由
の
な
い
限
り

(
d
q
F
r
。三

g
g
o
)
同
意
撤
回
は
許
さ
れ
な

い
も
の
と
立
法
者
は
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
立
法
者
意
思
は
『
未

成
年
を
理
由
に
未
成
年
の
親
の
同
意
を
取
り
消
す
こ
と
は
で
き
な
い
』
と
い

う
:
:
:
制
定
法
規
定
に
示
さ
れ
て
い
る
」
。
す
な
わ
ち
未
成
年
者
保
護
の
た

め
に
契
約
法
で
は
未
成
年
を
理
由
と
す
る
契
約
の
取
消
を
認
め
て
い
る
が
、

養
子
法
は
こ
れ
を
禁
止
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
未
成
年
者
た
る
親
の
保
護
よ

り
も
予
の
利
益
を
重
視
す
べ
き
だ
と
立
法
者
が
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
同
意
を
取
り
消
そ
う
と
す
る
親
の
試
み
を
予
想
し
た
う
え
で
、
他
の
領
域

で
は
常
に
許
さ
れ
て
い
る
未
成
年
者
の
資
任
回
避
手
段
を
わ
ざ
わ
ざ
禁
止
し

た
立
法
者
が
、
正
当
理
由
の
な
い
無
制
限
の
撤
闘
を
許
し
て
い
た
と
考
え
る

へ9
)

こ
と
は
で
き
な
い
」
。

「
少
年
の
非
行
お
よ
び
犯
罪
が
急
増
し
て
い
る
と
:
:
:
警
告
さ
れ
て
い

る
。
私
生
活
お
よ
び
公
序
に
対
す
る
こ
の
脅
威
は
大
部
分
が
複
雑
な
市
民
社

会
か
ら
生
じ
た
期
待
さ
れ
な
い
副
産
物
、
す
な
わ
ち
放
置
さ
れ
、
遺
棄
さ

れ
、
そ
し
て
教
育
を
受
け
て
い
な
い
子
供
達
が
原
因
で
あ
る
。
:
:
:
我
々
の

社
会
を
守
る
た
め
に
は
抑
圧
的
な
刑
事
法
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
:
:
:

子
供
達
を
更
生
さ
せ
る
た
め
に
、
通
常
の
家
庭
生
活
に
子
供
達
を
戻
す
努
力

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
社
会
統
計
上
、
非
嫡
出
子
は
嫡
出
子
よ
り
も

問
題
か
多
く
、
従
っ
て
救
済
の
必
要
度
が
高
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本



件
の
子
を
も
し
母
に
返
せ
ば
子
は
非
嫡
子
と
し
て
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら

ず
、
母
に
と
っ
て
も
結
婚
等
の
将
来
の
大
き
な
障
害
に
な
る
。
遂
に
「
も
し

養
子
収
養
命
令
が
出
さ
れ
れ
ば
、
子
が
非
嫡
出
子
で
あ
っ
た
こ
と
は
恐
ら
く

知
ら
れ
ず
に
済
む
だ
ろ
う
」
。
さ
ら
に
母
の
気
ま
ま
を
許
せ
ば
養
子
収
養
を

前
提
と
し
て
注
ぎ
込
ま
れ
た
労
力
、
時
間
、
費
用
お
よ
び
箆
綴
の
愛
情
等
の

ハ
叩
山
〉

す
べ
て
が
無
駄
に
な
る
。
原
判
決
破
棄
差
戻
。

門
1
】
の
判
決
理
由
は
、
未
成
年
の
親
に
同
意
能
力
を
与
え
た
立
法
者
意

思
と
非
嫡
出
子
の
救
済
と
の
二
点
で
あ
る
。
前
者
は
抽
象
化
さ
れ
て
は
い

る
が
、
た
ま
た
ま
未
成
年
の
親
の
事
案
で
あ
っ
た
た
め
に
同
意
能
力
の
規

定
に
注
目
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
未
成
年
者
で
す
ら
撤
回
で
き
な
い
の

で
あ
れ
ば
も
ち
ろ
ん
成
年
表
も
同
じ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
判
決
の
射
程
を

測
る
一
応
の
基
準
に
は
な
る
。
後
者
の
理
由
に
つ
い
て
も
非
嫡
尚
子
の
汚

一
障
を
重
視
し
た
判
決
の
適
用
範
囲
が
開
題
と
し
て
残
る
。
さ
ら
に
こ
の
事

案
は
養
子
申
立
の
一
一
か
月
後
の
撤
回
で
あ
る
か
ら
撤
回
を
許
す
基
準
時
の

存
在
す
な
わ
ち
i

養
子
申
立
前
、

un

里
親
へ
の
予
の
引
渡
前
、
…
m

第
三
者
、
特
に
養
子
あ
っ
せ
ん
機
関
へ
の
引
渡
前
、
以
上
の
各
時
点
で
の

撤
回
の
可
否
が
関
わ
れ
て
い
な
い
。
最
後
に
こ
の
判
決
は
撤
回
を
許
す
正

当
理
由
の
存
在
を
認
め
て
い
る
が
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

以
上
か
ら
【
1
】は、

D
C
に
お
け
る
同
意
撤
回
の
最
初
の
判
決
で
あ
り
後

の
判
例
へ
の
影
響
力
は
大
き
い
が
、
事
案
の
特
異
性
に
由
来
す
る
面
も
大

き
い
と
考
え
ら
れ
、
リ
1
Jア
ィ
ン
グ
ケ

1
ス
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

非
嫡
出
子
の
父
の
事
件
と
し
て
後
に
検
討
す
る
門
5
】
の
原
審
は
母
の
何

一
玄

O

窓
撤
回
を
認
め
な
か
っ
た
。
門
5
〕
お
よ
び
そ
の
差
戻
控
訴
審
判
決
【
V
Mは

母
の
同
意
撤
回
を
無
視
し
た
。
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
【
1
】
に
従

う
趣
旨
と
推
測
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
門
5
】
は
母
の
同
意
撤
回
と
里
親
の

養
子
申
立
と
の
先
後
を
事
実
認
定
し
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
先
後
を
間
わ

な
い
で
門
1
】
を
適
用
し
た
こ
と
に
な
る
。
門
1
】
判
決
の
拡
大
適
用
が
こ
こ

に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
事
件
で
は
こ
の
傾
向
が
い
っ
そ
う
明
確
化

す
る
。

ハ

ロ

〉

門2
M

五
四
年
二
一
月
事
件
門
家
案
〕
母
が
非
嫡
出
子
を
出
産
し
た
五
日
後

に
里
裁
が
子
を
引
き
取
っ
た
。
そ
の
後
す
ぐ
に
父
母
は
、
塁
相
酬
を
匿
名
に
し

た
養
子
収
養
に
同
意
し
た
。
生
後
二
カ
月
の
時
に
里
親
は
養
子
収
養
を
申
し

立
て
た
が
、
そ
の
一
一
一
カ
月
後
に
母
が
同
意
を
撤
回
し
た
。

〔
判
判
旨
〕
「
父
母
は
子
の
氏
名
、
出
生
地
・
:
・
:
錯
す
を
示
す
完
全
な
隠
窓

審
に
サ
イ
ン
し
た
。
:
:
:
父
母
の
向
意
は
明
瞭
で
あ
り
自
発
的
に
行
な
わ
れ

た
。
詐
欺
や
不
正
も
な
か
っ
た
」
。
先
例
は
少
年
非
行
の
急
増
に
注
目
し
て

筒
意
撤
回
を
認
め
て
い
な
い
。
「
母
の
元
へ
返
さ
れ
れ
ば
子
は
非
嫡
子
と
し

〈
ロ
)

て
の
熔
印
公

g
s唱
え

5
0伺
E
日
2U『
)
を
押
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
」

養
子
申
立
認
容
。

門
2
〕は門
1
〕
を
引
用
し
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
だ
け
の
判
決
で
あ
る
が
、

次
の
二
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る

0

・1

同
意
を
撤
回
し
た
母
の
年
齢
が

不
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
伺
意
権
者
が
未
成
年
で
あ
る
か
否
か
を
間
わ
ず

に
ウ
ム
を
適
用
し
た
。

H
U

撤
回
を
認
め
る
正
当
事
由
の
内
容
と
し
て
、

同
意
の
自
発
性
お
よ
び
明
確
伎
な
ら
び
に
詐
欺
等
の
不
正
手
段
が
な
い
こ

と
を
掲
げ
た
。
以
上
で
あ
る
。
さ
ら
に
門
2
】
は
匿
名
問
意
の
効
力
を
認
め



て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

ハ刊
M
〉

【3
M
S
E
D事
件
門
事
案
〕
予
が
二
歳
の
と
き
に
父
が
母
を
撃
ち
殺
し
、

投
獄
さ
れ
た
。
そ
の
後
子
を
育
て
て
い
た
母
方
の
祖
父
母
が
養
子
収
養
を
申

し
立
て
た
。
父
は
刑
務
所
か
ら
同
意
書
を
提
出
し
た
が
半
年
後
に
撤
回
し

た
。
父
は
詐
欺
に
基
づ
く
同
意
の
無
効
お
よ
び
同
意
撤
図
を
主
張
し
、
か
っ

調
査
官

(
ω
S
U同
河

o
r
m
z
E俗

神
山

g
〉
品

B
U
Z
E仲

間

O
白
)
の
報
告
書
を

公
開
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

〔
判
官
〕
「
『
父
は
適
正
に
同
意
し
:
:
:
自
発
的
に
、
意
識
的
に
か
つ

強
制
力
な
し
で
同
意
し
た
』
と
い
う
原
容
の
認
定
は
明
瞭
で
あ
り
、
詐
欺
の

主
張
は
採
用
で
き
な
い
」
。
ま
た
実
裁
の
気
ま
ま
を
許
せ
ば
養
子
収
養
の
た

め
に
費
さ
れ
た
時
間
、
労
力
、
費
用
お
よ
び
良
輔
輔
の
愛
情
が
無
駄
に
な
る
か

ら
、
同
意
撤
回
は
許
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
「
封
印
さ
れ
た
記
録

(
B
己
主

HOB三
腕
}
の
公
開
は
裁
判
官
の
裁
震
に
属
す
る
が
、
父
は
裁
量
権
の
濫
用

(
U〉

を
証
明
し
て
い
な
い
」
。
養
子
申
立
認
容
。

【
3
】
で
は
子
の
嫡
出
性
が
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
当
時
の
制
定
法
で
は

原
則
と
し
て
非
嫡
出
子
の
父
に
は
同
意
権
が
な
く
、
か
っ
こ
の
判
決
で
は

非
嫡
出
子
と
し
て
の
汚
厚
を
消
す
と
い
う
従
来
の
葱
由
づ
け
が
用
い
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
円

3
】
の
子
は
嫡
出
子
で
あ
る
と
推
測
す
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
【
1
】
を
嫡
出
子
の
事
案
に
適
用
し
た
点
で
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
非
嫡

出
性
を
無
視
し
た
点
で
、
門

3
】
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
母
を
殺
し
た
父

の
事
案
で
あ
る
点
が
割
り
引
か
れ
る
。
次
に
【
3
】
は
撤
回
の
事
案
で
詐
欺

に
よ
る
同
意
無
効
が
争
わ
れ
た
点
に
特
色
を
有
す
る
。
同
意
権
者
自
身
が

同
意
無
効
を
主
張
す
る
こ
と
は
同
意
撤
回
と
同
じ
こ
と
に
な
る
と
考
え
る

が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
【
3
】
は
撤
回
の
正
当
理
由
を
直
接
に
争
っ
た
初
の
事

件
で
あ
る
。
た
だ
し
、
父
の
主
張
し
た
詐
欺
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
以

上
の
三
件
に
よ
っ
て
同
意
撤
図
を
許
さ
な
い
人
的
範
囲
は
一
応
広
げ
ら

れ
、
残
る
問
題
は
時
間
的
範
顕
で
あ
っ
た
。
門
4
】
が
こ
れ
を
解
決
し
た
。

。
帥
〉

【4
】

J
M
A
L
事
件
門
事
案
〕
母
は
未
婚
で
無
織
の
た
め
出
産
前
か
ら
子

の
養
育
能
力
に
自
分
で
不
安
を
感
じ
、
あ
っ
せ
ん
機
関
に
相
談
し
て
い
た
。

出
産
後
も
あ
っ
せ
ん
機
関
と
相
談
を
重
ね
た
が
結
論
を
出
せ
な
か
っ
た
。
出

産
後
八
カ
月
ま
で
の
関
に
母
は
少
な
く
と
も
一
一
一
度
予
を
あ
っ
せ
ん
機
関
に
引

き
渡
し
た
が
、
一
ニ
度
と
も
母
は
ひ
ど
く
取
り
乱
し
て
後
か
ら
自
身
と
子
と
の

毅
済
を
求
め
た
。
子
が
生
後
八
カ
月
の
と
き
に
母
は
養
子
収
養
の
た
め
に
予

を
引
き
渡
す
決
心
を
し
て
あ
っ
せ
ん
機
関
へ
行
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
何
を

す
べ
き
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、
同
意
書
に
サ
イ
ン
し
な
か
っ
た
。
翌
日
母
は

再
び
あ
っ
せ
ん
機
関
へ
行
き
、
つ
い
に
予
の
「
放
棄
書

(3-seHUvgoE

宮一旬
2
3
)
」
に
サ
イ

γ
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
翌
日
に
母
は
子
の
返
還
を

あ
っ
せ
ん
機
関
に
求
め
た
。

Z
T
を
仮
の
塁
親
に
引
き
渡
し
、
さ
ら
に
放
棄
書

を
裁
判
所
に
提
出
し
た
後
で
あ
っ
た
た
め
に
、
め
っ
せ
ん
機
関
は
母
の
請
求

を
拒
否
し
た
。
四
日
後
に
子
は
当
該
里
親
に
副
引
き
渡
さ
れ
、
そ
の
翌
日
に
里

親
が
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
。
母
は
、
撤
回
の
時
点
で
は
第
三
者
の
信
頼

が
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
撤
回
が
許
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

〔
判
旨
〕
「
放
棄
書
に
は
養
子
収
養
へ
の
悶
意
が
合
ま
れ
て
い
る
の
が

通
常
で
あ

p
、
本
件
も
そ
う
で
あ
る
」
。
従
っ
て
放
棄
は
養
子
収
養
へ
の
同

意
と
同
じ
で
あ
る
。
と
ζ

ろ
が
放
棄
に
つ
い
て
は
「
『
会
当
事
者
が
同
意
す

れ
ば

i
i放
乗
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
制
定
法
規
定
が
あ

る
ei--要
す
る
に
い
か
な
る
事
情
か
あ
っ
て
も
制
定
法
は
一
方
的
な
取
消

を
認
め
て
い
な
い
」
。
「
あ
っ
せ
ん
機
関
-
か
放
棄
毒
を
裁
判
所
に
提
出
す
れ

ア
メ
ロ
カ
合
衆
国
コ
ロ

γ
ピ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

五



ば
:
:
:
経
済
的
に
も
情
緒
的
に
も
子
を
世
話
す
る
〈
何
ら
か
の
)
努
力
は
開

始
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
、
必
ず
何
ら
か
の
信
頼
は
生
じ
て
い
る
」
か
ら
、

倍
額
が
生
じ
て
な
か
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
主
張
を
採
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
「
同
意
撤
回
を
正
当
化
で
き
る
唯
一
の
事
由
は
『
自
発
的
で
な
か

っ
た
』
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
詐
欺
、
強
迫
、
錯
誤
:
:
:
等

(
日
目
)

が
あ
る
」
。
本
件
に
は
ど
れ
も
な
か
っ
た
。
撤
回
申
立
棄
却
。

【
4
】
は
里
親
へ
子
を
引
き
渡
す
前
の
同
意
撤
回
を
許
さ
な
か
っ
た
。
判

決
理
由
は

i
放
棄
に
関
す
る
制
定
法
規
定
、
五
第
三
者
の
信
頼
の
発
生
、

…m
同
意
の
自
発
性
、
以
上
の
三
点
に
あ
る

0

・1
は
事
案
の
特
殊
性
に
基

づ
く
が
、
し
か
し
殺
と
し
て
の
権
利
の
放
棄
を
養
子
収
養
へ
の
同
意
と
図

説
す
る
立
場
で
は
、
同
意
一
般
に
拡
張
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
誌
の
第
三

者
に
は
塁
親
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
【
4
】
の
第
三
者
は
一
時
的
に
子
を
世

話
す
る
仮
の
里
親
お
よ
び
あ
っ
せ
ん
機
関
で
あ
る
。
従
っ
て
現
実
に
子
を

あ
っ
せ
ん
機
関
に
引
き
渡
す
前
で
も
、
親
の
同
意
を
信
頼
し
て
あ
っ
せ
ん

機
関
が
準
備
を
始
め
れ
ば
撤
回
で
き
な
い
と
い
う
所
ま
で
行
き
着
く
可
能

性
を
残
し
て
い
る
。
一
m
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
自
発
的
で
な
い
同
意
は

無
効
で
あ
り
撤
回
の
問
題
で
は
な
い
。
自
発
的
な
同
意
は
撤
回
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
有
効
な
肉
意
は
撤
回
で
き
な
い
と
い
う
に
等
し
い
。
以

上
か
ら
、

i
を
除
外
し
て
も
、

H
U
お
よ
び
磁
の
判
決
理
由
は
一
般
的
ケ
ー

ス
の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
た
め
、
【
4
】
に
よ
り
同
意
撤
回
を
許
さ
な
い

判
例
の
態
度
は
確
定
し
た
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
以
上
の
四
件
の
う
ち
三
件
が
非
嫡
出
子
の
母
の
事
案
で
あ
り
、

残
る
一
件
で
は
嫡
出
で
あ
る
ら
し
い
子
の
父
が
母
を
殺
し
て
い
た
。
従
つ

一
五

て
人
的
範
闘
に
つ
い
て
は
「
嫡
出
子
の
犯
罪
者
で
な
い
父
母
」
の
事
案
を

待
た
な
け
れ
ば
完
全
で
は
な
い
。

第

三

項

非

嫡

出

子

一

父

コ

モ

γ
ロ
ー
で
は
非
嫡
出
子
は
議

〈

げ

〉

の
子
で
も
な
か
っ
た
た
め
、
非
嫡
出
子
に
対
し
て
権
利
を
持
つ
者
は
い
な

か
っ
た
。
そ
の
後
コ
モ
ン
ロ
ー
の
こ
の
原
理
は
修
正
さ
れ
た
が
、
母
が
非

嫡
山
山
子
に
対
す
る
権
利
を
独
占
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
円
伊
に
、
非
嫡
山
山

子
の
養
子
収
養
に
対
す
る
悶
意
権
は
母
だ
け
が
・
有
し
て
い
た
。

D
C
に
お

け
る
制
定
法
の
変
遷
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
一
九
四

O
年
当
時
で
は
、

「
非
嫡
出
子
の
父
の
同
意
は
不
要
で
あ
る
。
た
だ
し
父
が
予
を
承
認
し
、
か

(

叫

印

)

つ
自
発
的
に
扶
養
し
て
い
た
場
合
を
除
く
」
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
【
5
】

は
こ
の
当
時
の
事
件
で
あ
る
。

ハ
加
)

【5
〕
四
六
年
事
件
門
事
案
〕
昨
吋
は
第
二
次
大
戦
中
で
父
は
軍
人
で
あ
っ

た
。
母
が
当
該
非
嫡
山
山
予
を
懐
胎
し
た
後
で
、
父
は
D
C
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
ヘ
転
属
し
た
。
父
母
の
結
婚
式
を
予
出
品
し
た
臼
の
二
日
前
に
な
っ
て
父
の

外
出
許
可
が
取
り
消
さ
れ
た
た
め
式
は
延
期
さ
れ
た
。
そ
の
後
父
は
太
平
洋

経
隊
へ
転
属
し
た
。
母
は
出
産
後
六
日
院
に
養
子
収
養
に
同
意
し
た
が
、
子

を
里
親
に
引
き
渡
し
た
後
に
同
意
を
撤
回
し
た
。
里
親
は
養
子
収
養
を
申
し

立
て
た
。
申
立
に
際
し
て
里
親
は
子
の
父
を
知
ら
な
い
と
主
張
し
て
父
に
通

知
し
な
か
っ
た
。
母
は
同
意
を
撤
回
し
た
こ
と
お
よ
び
父
性
を
承
認
し
た
父

と
婚
制
酬
の
準
備
中
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
反
対
し
た
。
養
子
あ
っ
せ
ん
機

関
は
父
の
住
所
氏
名
を
明
ら
か
に
し
た
よ
で
、
父
性
を
承
認
し
か
っ
扶
養
料

を
払
っ
て
い
る
父
の
同
意
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
養
子
収
養
に
反
対
す
る
報

告
世
闘
を
提
出
し
た
。
原
審
の
審
理
中
に
父
が
帰
還
し
た
が
、
結
局
父
は
参
加



せ
ず
に
審
理
が
終
了
し
た
。
そ
の
後
父
母
は
結
婚
し
た
・
原
審
が
養
子
収
養

を
認
め
た
た
め
母
が
控
訴
し
た
。

〔
判
旨
〕
「
血
縁
家
族
の
融
合

(
E
E
q
。町田

2
5
m
-
r
sロ
司
)
が

法
の
大
前
提
で
あ
る
・
基
本
的
公
益
は
、
実
父
と
実
母
が
子
に
対
す
る
責
任

と
そ
れ
に
対
応
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
。

:
:
z養
子
収
養
は
、
笑
殺

が
・
・
:
:
自
己
の
責
任
を
認
め
な
い
場
合
に
子
を
保
護
す
る
た
め
の
手
続
で
あ

る
」
・
非
嫡
出
子
の
父
は
殺
で
は
な
い
と
い
う
原
則
は
、
養
子
法
に
は
適
用

さ
れ
な
い
@
な
ぜ
な
ら
「
周
意
に
関
す
る
制
定
法
は
『
実
父
母
(
口
忠
男
氏

宮
円
。
ロ
宮
)
』
と
い
う
複
数
形
を
用
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
当
然
に
父

は
同
意
権
者
に
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
制
定
法
は
父
の
同
意
を
要
し
な
い
事
情

を
特
に
定
め
て
い
る
か
ら
、
そ
の
他
の
場
合
に
は
同
意
を
要
す
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
い
る
」
。
次
に
父
性
の
承
認
は
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
父

は
父
性
の
承
認
に
つ
き
明
確
な
態
度
を
表
明
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
。
「
父
の
権
利
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
に
養
子
収
養
を
制
判
決
す
る

こ
と
は
誤
り
で
あ
る
」
。
ま
た
父
が
軍
人
に
適
用
さ
れ
る
特
別
叡
演
制
度
を

ハ

幻

〉

活
用
す
れ
ば
確
実
に
救
済
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
父
怯
に
関
す
る
父
の
主
張

ハ
刊
帥
〉

を
審
理
す
る
た
め
父
の
出
席
を
認
め
る
再
審
理
を
命
じ
る
。

再
審
理
で
は
父
の
主
張
が
認
め
ら
れ
て
、
養
子
申
立
は
棄
却
さ
れ
た
。

塁
親
は
父
性
承
認
に
関
す
る
反
対
事
実
を
提
出
し
て
控
訴
し
た
が
控
訴
審

【
グ
】
は
門
5
Mと
同
じ
裁
判
官
が
同
じ
趣
旨
の
判
決
を
下
し
、
控
訴
を
棄
却

し
た
。守

】
四
七
年
恥
関
門
判
旨
u

i

里
親
が
父
の
住
所
氏
名
高
ら
な
か
っ

た
と
し
て
も
「
情
報
を
取
得
す
る
た
め
の
合
理
的
手
段
」
を
用
い
れ
ば
「
本

件
よ
り
十
分
か
つ
広
く
父
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
と

ハ
川
副
)

は
想
像
で
き
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
父
に
通
知
し
な
か
っ
た
。
日
制
定

法
は
、
父
役
承
認
の
明
確
な
態
度
を
表
明
す
る
機
会
を
父
に
与
え
る
こ
と
を

要
求
し
て
い
る
。
…
山
里
親
は
養
子
申
立
の
時
か
ら
母
の
反
対
を
知
っ
て
お

り
、
帰
還
後
の
父
の
反
対
も
知
っ
て
い
た
e
h

父
は
同
意
を
拒
否
し
、
父

〈

mv

の
悶
意
を
免
除
す
べ
き
特
別
事
情
は
存
在
し
な
い
。
控
訴
棄
却
。

養
子
収
養
申
立
の
時
に
父
性
を
承
認
し
た
父
が
い
な
く
と
も
、
父
で
あ

る
可
能
性
が
あ
る
者
に
は
通
知
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
審
理
で
父
性

を
承
認
し
て
同
意
を
拒
否
す
る
者
が
い
れ
ば
養
子
収
養
は
阻
止
さ
れ
る
こ

と
を
【
5
】
・
門
V
】
は
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
商
事
件
に
つ
い
て
は
以
下
の

特
異
性
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

i

父
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
軍

人
で
あ
り
、
特
別
救
済
手
段
を
利
用
す
れ
ば
容
易
に
目
的
を
達
成
で
き
た

こ
と
。
日
父
母
の
結
婚
が
直
前
に
な
っ
て
延
期
さ
れ
た
と
い
う
事
情
が

あ
り
、
終
戦
後
に
父
母
は
結
婚
し
た
こ
と
。
出
母
が
同
意
を
撤
回
し
、

父
も
養
子
収
養
を
黙
認
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
前
記
討
と
あ
わ
せ
て
、

実
質
的
に
は
嫡
出
子
の
父
母
の
同
意
撤
回
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
近
い
こ

と
。
以
上
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
が
、
と
も
か
く
制
定
法
の
相
当
無
理
な

解
釈
に
よ
り
非
嫡
出
子
の
父
を
最
大
限
に
保
護
し
た
判
決
と
い
え
る
。

D

C
に
は
非
嫡
出
子
の
父
に
関
す
る
判
例
が
乏
し
く
、
こ
の
商
事
件
の
外
に

は
父
の
親
と
し
て
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
申
立
を
認
容
し
た
原
審
を
、
手

続
の
不
存
在
を
理
由
に
破
棄
し
た
門
施
】
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
最
近
に
な
っ
て
連
邦
最
高
裁
は
、
非
嫡
出
子
に
対
す
る
父
の

ハMm〉

権
利
を
憲
法
上
保
障
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
さ
ら
に
非
嫡
出
子
と
実
質
的

ア
メ

P
カ
合
衆
国
コ
ロ

γ
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一
五
三



な
親
子
関
係
を
有
す
る
父
に
は
予
の
養
子
収
養
に
対
す
る
同
意
権
を
認
め

ハ

幻

〉

る
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
一
遠
の
判
決
に
対
応
し
て
か
、

D
C
の

(
m
v
 

一
九
七
六
年
修
正
法
は
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
の
特
則
を
廃
止
し
た
。
以
上

の
経
緯
か
ら
現
行
法
め
規
定
す
る
同
意
権
者
と
し
て
の
父
母
に
は
、
非
嫡

ハMm〉

出
子
と
実
質
的
関
係
を
有
す
る
父
が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
同
意

権
者
と
通
知
権
者
の
関
係
、
非
嫡
出
父
子
の
笑
質
的
関
係
の
内
容
、
特
に

父
性
承
認
お
よ
び
扶
養
義
務
と
の
関
係
な
ど
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。

制
定
法
修
正
後
の
判
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
鈎
〉

ニ
母
非
嫡
出
子
の
母
が
同
意
権
者
で
あ
る
点
に
問
題
は
な
い
。

非
嫡
出
子
の
母
の
同
意
に
関
す
る
判
例
は
五
件
あ
る
が
、
う
ち
一
一
一
件
は
同

意
撤
回
の
事
案
と
し
て
既
に
検
討
し
た
(
【
I
H
【
Z
H
門

4
】
)
。
残
る

二
件
は
一
応
同
意
免
除
に
関
係
す
る
。
ま
ず
【
6
】
で
は
母
の
人
身
保
護
請

求
と
父
の
妹
(
里
親
)
の
養
子
収
養
申
立
が
併
合
審
理
さ
れ
て
母
が
勝
訴

し
た
。

(
引
剖
〉

門
6
】
ペ
ル
事
件
門
事
業
〕
母
と
塁
親
は
慣
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
同
居
生
活

を
送
っ
て
い
た
が
、
母
は
里
親
の
兄
(
父
)
の
予
を
出
産
し
た
。
母
が
窮
乏

し
て
い
た
た
め
塁
線
が
子
の
世
話
を
引
き
受
け
て
生
後
四
か
月
の
子
を
器
掛
か

り
、
そ
の
ま
ま
返
さ
な
く
な
っ
た
。
母
は
子
を
取
。
戻
す
努
力
を
続
け
、
結

婚
を
は
さ
必
で
二
度
人
身
保
護
手
続
を
開
始
し
た
が
二
度
と
も
棄
却
さ
れ

た
。
し
か
し
二
度
目
の
判
決
で
は
i

母
の
改
々
か
続
け
ば
子
に
対
す
る
権

利
を
認
め
る
、
五
母
夫
婦
が
合
衆
国
に
永
住
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
再
申
立

を
許
す
、
以
上
を
留
保
さ
れ
た
。
そ
の
後
母
は
略
式
の
人
身
保
護
手
続
を
開

一
五
回

始
し
、
塁
線
も
こ
れ
に
対
抗
し
て
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
よ
う
で
あ
る
。

門
判
旨
〕
『
幾
で
な
い
者
が
、
親
の
怠
患
に
反
し
、
親
の
同
意
な
し
で

Q
M
)
 

子
の
身
上
を
占
有
し
て
、
養
子
収
養
を
訴
求
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
養
子

申
立
棄
却
。

「
た
と
え
非
嫡
出
子
で
あ
っ
て
も
母
は
子
の
自
然
的
後
見
人
で
あ
る
@
i

i
母
の
特
権
は
契
約
に
よ
り
失
う
か
自
か
ら
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
る
:
:
・

が
、
本
件
で
は
い
ず
れ
も
証
明
さ
れ
て
い
な
い
」
。
ま
た
従
前
の
判
決
で
母

に
監
議
機
取
得
か
留
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
慮
ず
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
予
の
福
祉
お
よ
び
子
の
最
普
の
利
益
は
実
母
と
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
、
そ

こ
で
促
進
さ
れ
る
」
。
「
他
人
の
予
の
欝
拐
を
許
し
、
か
つ
実
親
以
上
の
物

質
的
経
済
的
福
祉
を
提
供
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
不
法
監
護
者
が
実
母
に
優

ハ
明
却
〉

越
す
る
こ
と
を
許
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
。
人
身
保
護
請
求
認
答
。

同
意
権
者
の
同
意
な
し
で
塁
親
が
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
以
上
は
同

意
免
除
の
主
張
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
【
6
】
判
決
で
は
無
視
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
母
に
監
護
権
取
得
を
留
保
し
た
従
前
の
判
決
で
昔
一
回
う
母
の

「
改
心
(
同
町
内
定
自
己
目
。
ロ
)
」
の
内
容
が
、
「
若
き
日
の
里
親
と
の
共
同
生

(

川

崎

〉

〈

お

〉

活
』
で
の
「
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
生
き
方
」
を
改
め
る
こ
と
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
程
度
で
あ
っ
て
は
っ
き
り
し
な
い
。
さ
ら
に
九
年
間
生
活
を

共
に
し
た
星
親
か
ら
子
を
引
き
離
し
、
生
後
四
か
月
の
時
以
来
一
緒
に
暮

ら
し
た
こ
と
の
な
い
母
に
返
す
こ
と
が
子
の
利
益
に
適
す
る
と
い
う
判
断

は
、
現
代
的
視
点
か
ら
は
問
題
が
あ
る
。
判
決
で
は
親
の
権
利
の
強
さ
が

強
調
さ
れ
た
が
、
母
の
窮
状
に
つ
け
込
ん
で
予
を
預
か
っ
た
ま
ま
返
さ
な

い
里
親
の
や
り
方
に
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
里
親
の



帰
責
性
と
い
う
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
対
し
て
門
7
M
は
子
の
最

拍
車
問
の
利
益
に
基
づ
く
同
意
免
除
の
基
準
に
子
の
心
理
を
据
え
た
。

(
叩
叫
)

【

7
】

J
S
R
事
件
門
事
案
〕
母
に
は
夫
と
二
人
の
子
が
い
た
が
父
不
明
の

予
を
懐
胎
し
た
。
母
は
出
産
の
際
に
病
院
で
多
発
性
硬
化
症
を
伴
う
結
核
で

あ
る
と
宣
告
さ
れ
、
出
産
後
子
を
残
し
て
退
院
し
た
。
母
は
養
子
の
措
置
を

求
め
た
が
何
ら
か
の
理
由
で
拒
否
さ
れ
た
。
そ
の
後
予
は
公
共
福
祉
局
の
保

護
下
に
置
か
れ
、
仮
の
恩
殺
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
子
は
四
年
間
に
短
期
の
恩

胡
棋
を
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
て
い
た
が
、
無
期
限
の
委
託
命
令
に
基
づ
い
て
本

件
の
里
親
に
引
き
渡
さ
れ
た
。
一
年
半
後
、
塁
線
は
養
子
収
養
を
申
し
立
て

た
。
原
審
で
召
喚
さ
れ
た
精
神
科
医
は
、
四
年
間
で
の
数
回
の
移
動
の
た
め

子
の
人
格
に
は
統
に
損
傷
が
生
じ
て
い
る
が
本
件
里
親
の
も
と
で
回
復
が
始

ま
っ
た
と
証
言
し
た
。
原
審
は
i

子
の
心
理
上
の
親
は
里
親
で
あ
れ
ソ
、
子

を
実
親
に
戻
せ
ば
子
の
人
絡
上
の
損
傷
を
広
げ
る
、
討
対
麻
滞
の
母
自
身

に
看
護
婦
や
夫
の
助
け
を
要
す
る
、
等
を
認
定
し
て
僚
の
同
意
を
免
除
し

た
。
母
は
i

「
子
の
最
養
の
利
益
」
基
準
は
英
然
と
し
て
い
る
た
め
違
憲

で
あ
る
、
“
不
適
格
性
を
認
定
せ
ず
に
親
か
ら
子
を
奪
う
こ
と
は
適
正
手

続
に
反
す
る
た
め
違
憲
で
あ
る
、
以
上
を
主
張
し
て
控
訴
し
た
。

〔判判国百〕

i
「
子
の
最
善
の
利
義
」
基
準
は
一
九
世
紀
の
終
わ
り
に
監

護
権
事
件
で
用
い
ら
れ
て
以
来
、
様
々
な
場
一
間
で
登
場
し
た
た
め
「
あ
ま
れ
ソ

厳
絡
で
は
な
い
締
力
性
を
当
然
に
含
ま
ざ
る
を
え
な
い
」
が
、
「
『
子
の
最

善
の
利
益
』
慕
準
は
人
間
の
弱
さ
や
行
動
予
測
の
限
界
を
認
識
し
た
上
で
、

被
害
を
最
少
限
度
に
す
る
選
択
の
た
め
の
、
眉
珊
見
や
差
別
の
な
い
、
そ
し
て

情
報
に
裏
づ
け
ら
れ
た
合
理
的
な
判
決
を
裁
判
官
に
要
求
す
る
』
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
「
子
の
最
養
の
利
益
」
基
準
を
「
こ
れ
以
上
厳
密
に
定
義
す

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
憲
法
は
こ
れ
以
上
の
厳
密
伎
を
妥
求
し
て
い

な
い
」
。
従
っ
て
築
然
性
に
基
づ
く
違
憲
の
主
張
は
採
用
で
き
な
い
。

-
U

「
自
己
の
子
を
育
て
る
親
の
権
利
は
、
憲
法
上
の
保
護
を
受
け
る
基
本

的
権
利
で
は
あ
る
:
:
:
が
、
し
か
し
絶
対
的
権
利
で
は
な
い
。
制
川
は
子
の
制
判

溢
を
削
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
予
を
保
護
す
る
権
利
義
務
を
有
す
る
」
。
「
単

に
笑
綴
た
る
身
分
や
能
力
だ
け
よ
り
も
子
の
利
益
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
わ
が

制
定
法
の
基
準
に
違
意
の
部
分
は
な
い
」
。
従
っ
て
適
蕊
手
続
に
違
反
し
て

(
釘
)

い
な
い
。
控
訴
棄
却
。

【
7
〕
に
は
二
つ
の
意
義
が
あ
る
。
一
つ
は
子
の
最
善
の
利
益
に
よ
る
同

意
免
除
規
定
を
合
意
と
判
断
し
た
こ
と
に
あ
り
、
も
う
一
つ
は
子
の
心
理

を
重
視
し
て
母
の
同
意
を
免
除
し
た
原
審
を
確
定
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
後
の
【
臼
】
が
指
摘
す
る
よ
う
に
非
嫡
出
子
の
母
の
事
案
と
は
無

関
係
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
婚
姻
中
の
母
が
父
不
明
の
予
を
生
む
と
い

う
非
嫡
出
子
一
の
世
帯
案
と
し
て
は
例
外
的
ケ

l
ス
で
あ
る
た
め
、
同
意
免
除

の
判
例
の
中
で
位
置
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
【
6
〕
と
の
対
比
に

よ
り
、
親
の
権
利
か
ら
子
の
心
理
へ
の
移
行
が
明
確
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
に
と
ど
め
る
。

一
ニ
そ
の
他
の
問
題
父
が
自
己
の
非
嫡
出
子
を
養
子
に
す
る
こ
と

を
認
め
た
判
決
が
あ
る
。

(
お
)

【

8
】

J
H
事
件
門
事
案
〕
父
が
非
嫡
出
子
を
自
己
の
相
続
人
に
す
る
こ
と

を
望
み
、
母
の
同
意
を
得
て
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
。
と
こ
ろ
が
原
審
は

「
既
存
の
関
係
を
さ
ら
に
創
造
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
申
立
を

棄
却
し
た
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ

P

ン
ピ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一
五
五



〔
制
判
回
目
〕
養
親
子
の
適
格
か
ら
非
嫡
出
父
子
は
除
外
さ
れ
て
お
ら
ず
、

養
子
収
養
は
既
存
の
関
係
と
は
異
な
る
嫡
出
父
子
関
係
を
創
造
し
、
相
続
人

に
す
る
た
め
に
は
養
子
に
す
る
以
外
に
手
段
が
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、

「
父
は
自
己
の
非
嫡
出
子
を
養
子
に
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
i
iを
受
け

(

扮

〉

入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
養
子
申
立
認
容
。

【
8
】
は
養
綾
子
の
適
格
の
問
題
で
あ
っ
て
、
同
意
自
体
は
問
題
に
な
っ

て
い
な
い
。

第

四

項

継

子

養

子

一

序

配

偶

者

の

子

を

養

子

に

す

る

い

わ

ゆ
る
継
子
養
子
は
、
離
婚
の
増
加
に
比
例
し
て
重
要
性
を
増
し
て
い
る
。

継
子
養
子
の
事
案
に
は

i

非
摘
出
子
の
母
が
子
の
父
以
外
の
者
と
婚
姻

し
て
子
を
養
子
に
す
る
場
合
、
日
嫡
尚
子
の
父
が
死
亡
し
、
母
が
再
婚

し
て
子
を
養
子
に
す
る
場
合
、
…
m

嫡
出
子
の
父
母
が
離
婚
し
た
後
に
母

が
再
婚
し
て
子
を
養
子
に
す
る
場
合
、
以
上
の
三
通
り
が
考
え
ら
れ
る

(
父
母
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
)
。
一
m
が
典
型
例
で
あ
り
、

D

C
の
判
例
四
件
は
す
べ
て
こ
の
事
案
で
あ
る
。
古
い
判
例
三
件
と
最
近
の

判
例
一
一
件
が
あ
る
。

二

台

い

判

例

【

9
】
で
は
同
意
を
免
除
す
べ
き
特
別
事
情
の
存
否

が
争
わ
れ
た
が
実
質
的
判
断
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。

(

紛

)

【9
】
バ
1
y
ズ
事
件
門
事
案
〕
父
と
の
離
婚
後
、
母
は
箪
人
と
一
持
婚
し

た
。
父
は
外
国
へ
去
っ
た
。
母
の
夫
が
一
一
一
歳
と
一
四
歳
の
子
の
養
子
収
養

を
申
し
立
て
た
。
一
四
歳
の
子
は
同
意
書
に
サ
イ
ン
し
た
が
、
父
が
反
対
し

た
た
め
原
審
は
申
立
を
棄
却
し
た
。

〔
判
旨
〕
「
本
件
の
よ
う
に
予
が
養
子
収
養
手
続
の
佐
賀
や
帰
結
を
媛

一
五
六

解
す
る
た
め
に
十
分
な
年
齢
に
達
し
か
っ
知
伎
を
備
え
て
い
る
場
合
に
は
、

子
の
利
益
を
十
分
に
審
理
す
る
た
め
に
子
念
出
頭
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
「
『
特
別
事
情
』
の
存
否
:
:
:
そ
の
他
養
子
収
養
手
続
に
関
す
る
問

題
に
つ
い
て
、
子
の
科
益
を
代
表
す
る
資
格
を
有
す
る
者
が
い
な
か
っ
た
。

(
H
U
)
 

:
:
・
訴
訟
後
見
人
を
任
命
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
。
破
棄
差
戻
。

特
別
事
情
の
判
断
基
準
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
子
自
身
の
山
山
頭
も
訴

訟
後
見
人
の
任
命
も
子
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
の
手
続
で
あ
る
か
ら
、

門

9
】
は
特
別
事
情
の
認
定
に
子
の
利
益
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
す
る
。
後
の
判
例
は
、
子
の
利
益
に
関
す
る
十
分
な
証
拠
が
提
出
さ
れ

(
H
M
)
 

て
い
れ
ば
訴
訟
後
見
人
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
左
と
っ
て
い
る
。
初

期
の
手
続
に
厳
密
伎
を
欠
い
て
い
た
こ
と
は
次
の
事
件
が
一
一
隠
は
っ
き
り

示
し
て
い
る
。

ハ
日
制
)

【
m】
五
二
年
事
件
〔
事
案
〕
父
母
離
婚
後
、
母
の
新
た
な
夫
が
一

O
歳
の

子
の
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
が
、
父
が
反
対
し
た
。
原
審
は
、
養
子
法
の

目
的
が
子
の
保
護
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
特
別
事
僚
が
あ
れ
ば
父
の
同
意

を
免
除
で
き
る
こ
と
に
注
意
を
し
た
が
、
同
意
免
除
に
関
す
る
事
実
認
定
を

し
な
い
ま
ま
で
養
子
収
養
を
認
容
し
た
。

〔
判
回
目
〕
「
も
し
原
審
が
同
意
を
免
除
す
べ
き
特
別
事
情
の
容
在
を
判

決
理
由
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
旨
を
判
決
に
記
載
す
べ
き
で
あ
る
」
。

破
棄
差
戻
。

差
一
良
一
を
受
け
た
地
方
裁
判
所
は
、
事
実
認
定
を
し
た
上
で
特
別
事
情
に

基
づ
い
て
父
の
同
意
を
免
除
し
た
。
父
は
再
び
控
訴
し
た
。

〈
H
M
)

門
削
山
】
五
三
年
事
件
〔
判
旨
〕
「
今
度
の
養
子
収
養
判
決
は
十
分
な
事
実
認

定
:
:
:
に
基
づ
い
て
お
り
、
父
の
問
問
窓
を
免
除
す
べ
島
ci---特
酎
刑
事
情
が
註



関
さ
れ
た
こ
と
を
裁
判
所
は
確
信
し
て
い
る
」
。
控
訴
棄
却
。

【
W

}
門
mw
〕
で
も
特
別
事
情
の
具
体
的
判
定
基
準
は
不
明
で
あ
る
。

一
般
に
、
継
子
養
子
の
事
案
で
は
離
婚
の
際
に
監
護
権
を
失
っ
た
笑
親

の
向
意
権
の
有
無
が
問
題
に
な
る
。
別
伝
胞
の
段
階
で
は
ま
だ
父
母
双
方
の

(
M
W
)
 

同
意
を
夢
、
す
る
が
、
離
婚
に
至
れ
ば
監
護
擦
の
な
い
親
の
同
意
を
不
要
と

ハ
刊
明
)

す
る
法
域
が
い
く
つ
か
あ
る
。
多
く
の
法
域
の
判
例
は
離
婚
に
際
し
て
の

監
護
権
の
帰
属
内
容
を
基
準
と
す
る
。
す
な
わ
ち
親
の
一
方
が
絶
対
的
か

っ
無
条
件
に
監
護
権
を
取
得
す
る
と
き
は
他
方
の
同
意
は
不
要
と
な
る

が
、
し
か
し
一
方
の
監
護
権
が
部
分
的
に
過
ぎ
ず
他
方
が
訪
問
権
等
を
取

得
す
る
と
き
は
、
も
し
く
は
後
の
監
護
権
変
更
が
留
保
さ
れ
て
い
る
と
き

(
U
)
 

は
他
方
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
。

D
C
で
は
一
九
一
一
一
七
年
法
が
、
「
判
決

に
よ
り
監
護
権
を
永
久
に
奪
わ
れ
た
」
親
の
同
意
を
免
除
で
き
る
と
規
定

(

紛

〉

し
た
。
【
日
】
で
は
こ
の
規
定
が
離
婚
に
適
用
さ
れ
る
か
が
争
わ
れ
た
。

〈

特

〉

【
日
〕
五
四
年
五
月
事
件
〔
事
案
〕
子
が
生
後
一
年
の
時
に
父
母
は
以
下
を

合
意
し
て
別
居
し
た

0

・1

母
が
子
の
完
全
な
監
護
仲
怖
を
有
す
る
O

H

H

子
は
父
を
訪
問
し
面
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
m

父
は
養
育
料
セ
担
保
す

る
た
め
に
信
託
を
設
定
し
、
子
が
成
人
し
た
と
き
に
元
金
を
子
に
引
き
渡

す
。
以
上
に
合
意
し
た
。
離
婚
判
決
は
「
別
居
時
の
当
事
者
間
の
財
産
上
の

取
り
決
め
」
を
判
決
に
組
み
入
れ
た
。
母
は
蒋
瞬
間
後
に
夫
と
共
に
養
子
収
養

を
・
申
し
立
て
た
が
、
父
は
同
意
せ
ず
、
か
っ
一
信
託
元
金
の
返
還
を
請
求
し

た
。
原
審
は
、
裁
判
所
の
命
令
で
永
久
に
監
講
師
権
を
奪
わ
れ
た
か
ら
父
の
同

意
は
不
安
で
あ
る
と
判
決
し
た
。
父
は
i

離
婚
判
決
が
組
み
入
れ
た
の
は

財
産
上
の
取
り
決
め
だ
け
だ
か
ら
判
決
に
よ
る
監
護
権
の
は
く
奪
に
は
あ
た

ら
な
い
、
一
日
父
に
は
訪
問
権
が
留
保
さ
れ
て
い
る
か
ら
監
護
権
を
永
久
に

奪
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
、
以
上
を
主
張
し
て
養
子
収
養
に
反
対
と
す
る
同

時
に
…
m

養
子
収
養
に
よ
れ
ソ
扶
養
義
務
は
消
滅
し
た
た
め
、
目
的
な
成
就
し

た
信
託
元
金
は
提
供
者
へ
返
還
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

〔
判
旨
〕

i

離
婚
「
裁
判
所
は
『
財
産
上
の
取
り
決
め
』
を
組
み
込

む
に
あ
た
り
駁
護
権
条
項
を
含
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
し
、
事
笑
そ
う
し

た
」
。

u
「
訪
問
し
面
接
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
た
の
は
子
で
あ
る
O
i

-
-
-
父
は
せ
い
ぜ
い
訪
問
請
求
を
誠
実
に
考
慮
し
て
も
ら
う
だ
け
で
あ
ろ
う
。

i
さ
ら
に
父
は
子
に
会
う
た
め
の
銘
力
攻
何
も
し
な
か
っ
た
」
。
以
上
か

ら
父
は
同
意
を
免
除
さ
れ
る
。
…
m

た
と
え
養
子
収
養
に
よ
り
父
の
扶
養
義

務
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
「
本
件
信
託
は
扶
養
義
務
以
外
の
こ
と
、
す
な
わ

ち
成
人
し
た
子
に
一
元
金
を
引
き
渡
す
こ
と
を
も
目
的
と
し
て
い
る
た
め
、
ま

〈
同
州
)

だ
目
的
未
成
就
で
あ
る
」
。
控
訴
棄
却
。

同
意
免
除
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
訪
問
権
が
な
く
と
も
【
日
〕
の
父
に
は
同

意
権
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
同
意
権
を
与
え
て
阿
意
を
免
除
す

る
こ
と
と
、
同
意
擦
を
認
め
な
い
こ
と
と
は
実
質
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
同
意
免
除
の
基
準
と
同
意
権
者
の
範
聞
と
は
密
接
に
関
連
す

る
。
と
こ
ろ
で
【
口
】
で
は
父
の
目
的
は
信
託
元
金
の
返
還
に
あ
っ
た
こ

と
、
お
よ
び
訪
問
機
が
子
に
あ
っ
て
父
に
は
な
い
と
い
う
解
釈
に
よ
り
裁

判
所
が
判
断
を
回
避
し
た
部
分
の
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
後
の
修
正
法
で
、
判
決
に
よ
る
監
護
権
は
く
奪
と
い
う
免
除
事
的

自
体
が
削
削
除
さ
れ
た
た
め
、
門
口
〕
の
意
義
は
失
な
わ
れ
た
。
以
上
か
ら
古

い
判
例
に
は
継
子
養
子
を
諮
る
に
適
し
た
判
例
は
な
い
と
言
え
る
。
こ
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
〈
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一
五
七



問
題
に
関
す
る

D
C
の
見
解
を
一
部
す
判
例
は
最
近
の
一
件
だ
け
で
あ
る
。

三
最
近
の
判
例
子
の
最
善
の
利
益
に
よ
り
父
の
間
意
が
免
除
さ

れ
た
。

ハ
日
)

【山
M

〕

J
O
L
事
件
〔
事
実
〕
離
婚
の
際
に
合
意
に
よ
り
母
が
監
護
権
を
有

し
父
が
扶
養
義
務
を
負
っ
た
。
心
理
学
者
の
父
は
子
と
の
折
り
合
い
が
惑
く

な
っ
た
た
め
離
婚
後
二
年
自
に
予
の
訪
問
を
中
止
し
た
。
訪
問
権
を
訴
求
し

て
獲
得
し
た
が
、
父
は
自
己
の
訪
問
が
子
に
慈
影
響
を
与
え
る
た
め
、
子
が

成
長
し
て
事
の
内
容
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
訪
問
縫
の
行
使
を
抽
出

え
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
五
年
後
に
父
が
子
の
写
真
を
求
め
た
た
め
、
母

の
夫
は
児
童
精
神
科
医
に
相
談
し
た
よ
で
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
。
間
郎
審

は
、
判
事
私
室
で
予
を
含
め
た
当
事
者
を
審
理
し
、
線
神
科
医
等
の
証
言
を

聞
き
、

i

予
は
母
の
犬
を
真
の
父
だ
と
考
え
て
い
る
、
日
実
父
の
訪
問

を
法
的
に
義
務
づ
け
れ
ば
子
に
大
き
な
情
緒
的
ス
ト
レ
ス
を
生
じ
さ
せ
る
、

等
を
認
定
し
て
養
子
収
養
命
令
を
出
し
た
。
父
は
、
子
の
最
警
の
利
益
に
基

づ
く
悶
意
免
除
の
規
定
を
突
栽
に
適
用
す
る
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
と
主
張

し
、
控
訴
し
た
。

〔判回日〕

J
S
R
事
件
【
7
】
で
「
同
意
免
除
規
定
の
合
憲
性
を
問
題
に

し
た
の
は
本
件
と
同
じ
笑
親
で
あ
っ
た
」
。

J
S
R
事
件
は
継
子
養
子
の
事

案
に
も
適
用
さ
れ
る
。
「
子
の
最
善
の
利
益
と
い
う
基
準
を
針
先
の
正
磁
さ

で
運
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
慕
準
が
選
抗
手
段
の
有
用
性
お
よ

び
当
事
者
の
静
師
酬
を
事
実
柑
替
の
判
事
に
認
め
て
い
る
こ
と
の
方
が
よ
り
重
要

で
あ
る
」
。
原
審
に
は
十
分
な
証
拠
が
あ
り
、
本
件
に
子
の
最
善
の
利
益
を

(

m品
〉

基
準
と
し
て
適
用
し
た
こ
と
は
違
憲
で
は
な
い
。
接
訴
棄
却
。

原
審
の
判
定
基
準
は

i

家
庭
の
安
定
性
、
日
養
子
収
養
が
子
に
与

一
五
八

え
る
影
響
お
よ
び
養
子
収
養
不
許
可
の
場
合
の
影
響
、
泊
予
と
同
窓
権

者
と
の
関
係
、

-w

子
の
心
理
上
の
親
、

v

生
活
環
境
、
学
校
お
よ
び

地
域
へ
の
子
の
順
応
、

.m

当
事
者
の
身
体
的
お
よ
び
精
神
的
健
康
、
以

上
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
て
同
意
を
免
除
す
れ
ば
違
憲
で
は
な
い
こ

と
に
な
る
。
門
7
】
が
非
嫡
出
子
の
事
案
を
超
越
し
て
い
た
の
と
同
様
に

門
ロ
】
の
判
決
理
由
も
継
子
養
子
の
枠
を
越
え
て
い
る
た
め
、
同
意
免
除
の

判
例
と
し
て
位
農
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
訪
問
権
を
得
た
父
の

事
案
で
同
意
権
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
一
応
注
意
は
し
て
お

き
た
い
。

第
五
項
舟
意
免
除
の
基
準

(
目
白
〉

一

序

D
C
養
子
法
は
一
八
九
五
年
に
成
立
し
た
。
当
初
、
同
意

に
隠
し
て
は
、
「
思
親
が
子
の
監
護
権
者
と
し
て
適
当
で
あ
る
こ
と
、
お
よ

び
父
母
、
父
も
し
く
は
母
ま
た
は
後
見
人
が
養
子
収
養
を
許
可
す
る
こ
と

を
裁
判
所
が
確
認
す
る
と
き
は
:
:
:
(
養
子
収
養
を
、
法
律
上
認
め
る
)
命

門
町
内
〉

令
を
出
す
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
だ
け
で
、
同
意
免
除
の
競
定
は
な
か
っ

ハ
廿
叩
〉

た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
三
七
年
修
正
法
は
養
子
収
養
に
突
親
子

関
係
念
切
断
す
る
効
果
を
認
め
る
と
同
時
に
伺
意
免
除
幕
由
を
規
定
し

た。

i

行
方
不
明
、

H

裁
判
所
の
命
令
に
よ
り
監
議
機
を
永
久
に
は

く
奪
さ
れ
た
こ
と
、
…
m

遺
棄
お
よ
び
一
年
以
上
の
扶
養
傑
怠
、

-w

問

錦
サ
免
除
す
べ
き
特
別
事
情
、
以
上
が
同
意
免
除
事
由
と
し
て
掲
げ
ら
れ

(凹む

た
。
さ
ら
に
一
九
五
四
年
法
が
こ
れ
を
修
正
し
、

i

行
方
不
明
、
日

遺
棄
お
よ
び
半
年
以
上
の
扶
養
燦
怠
、
泊
予
の
最
善
の
利
益
、
以
上
を

(間山)

同
意
免
徐
官
宇
宙
と
し
て
規
定
し
現
在
に
至
っ
て
い
る
。



ニ
随
意
を
免
除
す
べ
き
特
別
事
情
判
例
は
四
件
あ
る
。
ま
ず

【
9
】
は
予
の
利
益
に
関
す
る
審
理
を
尽
く
す
た
め
に
訴
訟
後
見
人
を
任
命

す
べ
き
で
あ
る
と
判
決
し
、
特
別
事
情
の
判
断
に
は
子
の
利
益
を
含
む
こ

と
を
示
唆
し
た
。
し
か
し
実
質
的
判
断
基
準
に
は
触
れ
な
か
っ
た
。
次
の

【
1
〕
は
特
別
事
情
の
存
在
を
否
定
し
た
原
審
を
破
棄
し
た
が
、
同
意
撤
回

の
事
案
で
あ
っ
た
。
門
町
】
は
特
別
事
情
の
務
在
を
認
め
な
か
っ
た
が
、
判

決
理
由
の
重
点
は
非
嫡
出
子
の
父
の
同
意
権
に
あ
っ
た
。
最
後
の
門
市
】
は

特
別
事
情
に
よ
り
同
意
を
免
除
し
た
唯
一
の
判
決
で
あ
る
が
、
そ
の
判
定

基
準
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
こ
の
免
除
事
由
は
内

容
、
基
準
等
が
結
局
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
で
刑
制
定
法
か
ら
削
除
さ
れ

た
一
ニ
子
の
最
善
の
利
益
五
件
の
判
例
が
あ
る
。
門
臼
〕
は
母
を
殺
し

た
父
の
日
間
滋
免
除
を
事
実
認
定
を
し
な
い
ま
ま
で
否
定
し
た
原
審
を
破
棄

し
た
。

門田〉

【臼〕

G
F
C
事
件
門
事
案
〕
父
は
軍
人
で
あ
っ
た
が
母
を
殺
し
た
た
め
一

年
半
な
い
し
六
年
と
い
う
刑
期
に
服
し
た
。
そ
の
後
子
を
育
て
た
祖
父
母
が

養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
が
、
仮
釈
放
中
の
父
が
反
対
し
た
。
父
は
自
身
で

子
の
除
後
を
す
る
こ
と
は
望
ん
で
い
な
か
っ
た
。
原
審
は
事
実
認
定
を
し
な

い
で
、
「
恩
師
酬
は
養
子
収
穫
を
正
当
化
す
る
事
実
も
、
父
の
同
窓
扱
否
が
子

の
最
善
の
利
益
に
反
す
る
こ
と
も
認
関
し
な
か
っ
た
」
と
だ
け
述
べ
て
、
養

子
申
立
を
楽
却
し
た
。

〔
判
官
〕
「
家
事
部
(
吋
m
富
山
々

U
Z
E
o
p
)
の
判
断
を
控
訴
審
が
理

解
し
て
再
審
裂
す
る
た
め
に
は
、
事
実
認
定
お
よ
び
法
律
上
の
結
論
が
必
要

で
あ
る
」
。
破
棄
差
渓
。

【
刊
日
】
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
【

M
】
で
は
遺
棄
と
と
も
に
子
の
一
歳
諮
問
の

利
益
に
よ
る
同
意
免
除
が
認
め
ら
れ
た
。

(切〉

【日
H
】

J
E
G惑
件
門
事
案
〕
父
母
が
生
後
二
か
月
の
嫡
山
山
子
を
里
親
に
引

き
渡
し
た
。
母
は
そ
の
後
も
時
々
子
を
訪
問
し
て
い
た
。
一

O
年
後
に
盟
窺

は
義
子
収
養
を
・
申
し
立
て
た
。
と
こ
ろ
が
父
と
離
婚
し
て
い
た
母
が
、
塁
線

に
無
断
で
子
を
他
州
へ
逮
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
母
の
代
理
人
が
出
席
し

た
審
理
の
後
に
、
原
繁
は
養
子
収
養
命
令
を
出
し
た
。
品
同
は
、

D
C
に
裁
判

権
は
な
い
と
主
張
す
る
一
方
で
、
か
つ
て
離
婚
判
決
を
得
た
他
州
の
裁
判
所

に
子
の
監
護
権
を
請
求
し
、
本
事
件
な
知
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
他
州
の
裁
判

所
が
母
に
監
議
権
を
与
え
た
。

〔
判
旨
〕
「
訴
訟
係
国
胸
中
に
子
が
D
C
か
ら
連
れ
出
さ
れ
た
と
い
う
事

実
は
、

D
C
の
裁
判
所
が
有
す
る
裁
判
権
に
影
饗
し
な
い
」
。
「
原
審
は
、

母
が
子
を
遺
棄
し
た
事
実
お
よ
び
養
子
申
立
の
銅
山
容
が
子
の
利
益
に
適
す
る

事
実
を
認
定
し
た
。
向
者
と
も
に
十
分
な
萩
拠
に
基
づ
い
て
い
る
:
:
:
」
。

控
訴
棄
却
。

門
一
弘
〕
は
最
後
に
、
他
州
の
裁
判
所
に
適
正
な
救
済
を
求
め
る
必
要
が
あ

る
こ
と
を
里
親
に
忠
告
し
、
か
つ
自
力
救
済
を
戒
め
た
。
【
M
】
は
子
の
最

善
の
利
益
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
母
が
法
を
無
視
し
て
自

力
で
子
を
取
り
返
し
た
こ
と
、
お
よ
び
生
後
二
か
月
か
ら
一
一
歳
ま
で
里

親
が
子
を
育
て
た
こ
と
が
大
き
な
妥
岡
山
で
あ
る
と
考
え
る
。

次
の
【
7
〕
で
は
、
子
の
最
善
の
利
益
に
基
づ
く
同
意
免
除
規
定
の
合
憲

性
が
初
め
て
問
題
に
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
予
の
最
善
の
利
義
と
い
う
装

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一
五
九



泊
中
が
被
~
穫
を
最
少
限
に
く
い
と
め
る
た
め
の
選
択
基
準
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
親
の
不
適
格
性
を
要
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
子
の
最
善

の
利
益
の
内
容
と
し
て
は
、
仮
の
翠
親
を
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
た
た
め
に

子
に
生
じ
た
人
格
の
損
傷
が
、
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
里
親
の
も
と
で

回
復
を
始
め
た
と
い
う
精
神
科
医
の
証
言
一
が
重
視
さ
れ
た
。
次
の
【
U
M

】で

は
予
の
利
益
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
子
の
危
険
を
回
避
す
る
た

め
に
同
意
免
除
が
認
め
ら
れ
た
。

ハ
臼
)

【
日
】
ダ
グ
ラ
ス
事
件
門
事
案
〕
子
が
四
歳
の
時
に
父
が
幼
女
誘
拐
、
強
姦

お
よ
び
殺
人
容
疑
で
起
訴
さ
れ
て
終
身
刑
を
宣
告
さ
れ
た
。
か
つ
て
父
の
一

一
歳
の
娘
が
誘
拐
さ
れ
、
強
姦
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
事
件
で
、
父
が
容
疑
者
と

し
て
逮
捕
さ
れ
た
が
真
相
は
不
明
の
ま
ま
に
な
っ
た
事
件
も
あ
っ
た
。
母
は

父
と
隊
婚
し
た
が
、
子
が
八
歳
の
と
き
に
死
亡
し
た
。
そ
の
後
に
子
を
預
か

っ
た
母
の
妹
夫
嫁
(
里
親
)
が
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
。
父
は
刑
期
が
短

縮
さ
れ
て
釈
放
さ
れ
た
た
め
に
審
理
に
出
殺
し
た
が
、
殺
人
の
共
犯
と
し
て

再
び
逮
捕
さ
れ
た
。
原
審
は
一
一
歳
九
か
月
に
な
っ
た
予
と
判
事
私
室
で
話

し
合
っ
た
後
に
、
父
が
同
意
し
な
い
と
と
は
予
の
最
善
の
利
益
に
反
す
る
と

判
断
し
て
、
父
の
同
窓
を
免
除
し
た
。
父
は
証
拠
不
十
分
お
よ
び
子
の
訴
訟

後
見
人
が
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
控
訴
し
た
も
よ
う
で
あ
る
。

門
判
旨
〕
「
原
審
の
判
断
は
開
明
縫
か
っ
確
定
的
証
拠
に
装
づ
い
て
い

る
」
。
「
本
件
で
は
養
子
収
養
の
反
対
者
お
よ
び
賛
成
者
の
.
両
者
か
ら
、
子

の
す
べ
て
の
利
益
が
提
出
さ
れ
た
。
し
か
も
原
審
は
判
事
私
室
に
お
い
て
子

と
入
念
な
面
接
を
行
な
っ
た
」
。
控
訴
棄
却
。

【
日
〕
に
子
の
最
善
の
利
益
の
判
断
基
準
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
あ

ま
り
に
危
険
な
父
の
犯
罪
歴
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

一
六

O

最
後
の
門
臼
】
は
、
子
の
最
善
の
利
益
に
基
づ
く
間
意
免
除
の
規
定
を
会

議
と
し
た
〔
7
】
が
継
子
養
子
の
事
案
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
た
。
【
臼
】
が
確
定
さ
せ
た
原
審
判
決
は
、
精
神
科
医
の
証
言
を
重
視
し

て
、
子
の
心
理
を
大
き
な
要
因
と
し
て
父
の
岡
山
品
印
刷
を
免
除
し
た
。
し
か

し
、
母
に
監
護
さ
れ
て
い
る
子
と
訪
問
権
を
有
す
る
父
と
の
折
り
合
い
が

窓
く
な
り
、
心
浬
学
者
で
あ
っ
た
父
が
子
の
た
め
を
考
え
て
予
と
の
接
触

を
自
重
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
母
夫
婦
が
養
子
収
養
を
申
し
立
て

た
と
い
う
事
案
な
考
え
れ
ば
、
父
を
嫌
う
よ
う
に
子
会
}
教
育
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
母
は
容
易
に
父
子
関
係
を
切
断
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
危
険

を
顧
み
ず
に
践
隊
な
く
父
の
訪
問
権
を
消
滅
さ
せ
る
た
め
の
養
子
収
養
を

認
容
す
る
D
C
判
例
の
立
場
は
、
子
の
一
雨
祉
の
判
断
に
つ
い
て
一
方
の
綴

に
あ
る
も
の
と
言
え
る
。

以
上
の
わ
ず
か
五
件
の
判
例
か
ら
、
し
か
も
す
べ
て
間
意
免
除
を
認
容

し
た
も
し
く
は
認
容
の
方
向
へ
傾
斜
し
た
判
例
か
ら
結
論
を
引
き
出
す
危

険
を
敢
て
冒
せ
ば
、
子
の
最
善
の
利
益
に
基
づ
く
同
意
免
除
の
判
例
に
は

二
通
り
の
事
案
が
あ
る
。
一
つ
は
門
時
〕
に
代
表
さ
れ
る
、
親
の
危
険
性
も

し
く
は
帰
責
性
が
潟
く
、
信
頼
性
が
低
い
事
件
で
あ
る
。
門
日
】
お
よ
び

門
M
】
が
こ
れ
に
属
す
る
。
こ
の
事
案
で
は
子
の
心
理
を
中
心
と
し
た
子
の

福
祉
に
つ
い
て
は
詳
論
さ
れ
や
す
、
同
意
免
除
の
た
め
の
、
い
わ
ば
駄
目
押

的
な
判
断
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
事
案
は
親
の
側
に
特

に
落
度
が
な
い
事
案
で
、
憲
法
判
断
に
及
ん
だ
【
7
M
お
よ
び
門
ロ
】
が
こ
れ

に
属
す
る
。
こ
の
事
案
で
は
枇
刊
に
予
の
精
神
状
態
が
霊
視
さ
れ
、
こ
れ
と

の
関
連
で
子
の
福
祉
は
決
定
的
基
準
に
な
る
。
判
例
に
対
す
る
こ
の
よ
う



な
理
解
が
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
、
同
意
免
除
事
由
と
し
て
の
子
の
最
善

の
利
益
に
は
二
つ
の
認
定
基
準
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
子
の
福

祉
を
危
う
く
す
る
親
の
側
の
事
由
と
予
の
心
理
を
中
心
と
し
た
純
粋
な
子

の
福
祉
と
で
あ
る
。
判
例
は
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
判
断
し
、
も
し
こ
の
事

由
が
あ
れ
ば
同
意
を
免
除
し
、
な
け
れ
ば
後
者
の
判
断
に
入
る
。
い
わ
ば

二
段
構
え
の
基
準
で
あ
る
と
考
え
る
。

D
C
の
判
例
の
立
場
で
は
親
の
同

意
は
ほ
と
ん
ど
免
除
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。
里
親
側
に
何
ら
か
の
帰
資

性
が
あ
る
ケ
1
ス
で
の
判
断
を
期
待
し
た
い
。

四
そ
の
他
の
免
除
事
由
遺
棄
に
つ
い
て
判
例
が
二
件
あ
る
。
ま

ず
【
U
〕
で
は
、
生
後
二
か
月
の
子
を
里
親
に
引
き
渡
し
た
後
に
時
々
訪
問

し
て
い
た
母
が
、
一

O
年
後
に
養
子
申
立
を
知
り
、
自
力
で
子
を
奪
い
返

し
た
事
案
で
子
の
最
善
の
利
益
お
よ
び
遺
棄
に
基
づ
く
同
意
免
除
が
認
め

ら
れ
た
。
遺
棄
の
認
定
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

D
C
に
限
ら
ず
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
法
域
で
遺
棄
に
よ
る
同
意
免
除
が

認
め
ら
れ
て
お
り
(
第
一
節
第
三
項
三
参
照
)
、
一
般
に
遺
棄
は
次
の
よ

門
的
出
)

う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
遺
棄
と
は
、
陸
話
と
扶
養
の
自
然
的

か
つ
法
的
義
務
の
履
行
権
怠
も
し
く
は
拒
否
、
ま
た
は
、
子
に
対
す
る
親

と
し
て
の
す
べ
て
の
義
務
お
よ
び
権
利
を
放
棄
す
る
確
信
的
意
思
を
一
示
す

裁
の
側
の
一
切
の
行
為
で
あ
る
。
次
の
【
国
〕
は
、
親
と
し
て
の
権
利
消
滅

手
続
に
関
す
る
門
U
Mが
後
に
発
展
し
た
事
件
で
あ
る
。
遺
棄
の
認
定
は
一

般
的
基
準
に
依
拠
し
て
い
る
。

ハ
臼
〉

門凶】

C
E
H
事
件
門
事
案
〕

C
A
P
事
件
判
決
【
げ
】
後
、
予
の
法
的
獄

護
権
を
有
し
て
い
た
あ
っ
せ
ん
機
関
は
、
子
が
「
機
関
の
子
宮
間

3
0可

。E
Eご
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
、
緊
急
に
養
子
収
養
の
た
め

に
措
置
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
子
を
本
件
の
星
波
へ
引
き
渡
し
た
。
【
げ
】
判

決
の
翌
月
に
塁
親
は
養
子
収
養
を
申
し
立
て
た
。
原
審
は
、
母
が
i
出
延
期

的
に
子
を
訪
問
し
て
は
い
る
が
、
子
か
ら
名
前
で
呼
ば
れ
友
人
と
考
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
五
年
収
一
万
ド
ル
を
越
す
の
に
ま
っ
た
く
扶
養
を
し
た
こ

と
が
な
い
こ
と
、
以
上
を
認
定
し
、
選
奨
に
よ
り
母
の
同
窓
を
免
除
し
た
。

〔
判
旨
〕
「
殺
の
行
為
が
、
子
に
対
す
る
親
と
し
て
の
す
べ
て
の
義
務

お
よ
び
権
利
を
放
棄
す
る
意
図
を
明
白
に
示
す
と
き
に
の
み
、
選
楽
を
理
由

と
し
て
親
の
同
意
な
し
で
養
子
収
養
が
認
容
さ
れ
る
。
:
:
:
し
か
し
子
を
玄

関
口
に
霞
き
去
り
に
す
る
行
為
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
。
:
:
:
子
に
対
す
る

関
心
を
失
っ
た
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
。
:
:
:
遺
楽
の
有
無
を
削
判
断
す

る
際
に
は
裁
判
所
は
、
親
と
し
て
の
愛
情
、
保
護
お
よ
び
注
意
の
程
度
を
含

め
た
諸
事
情
の
全
体
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
扶
養
悌
怠
は
考
慮
さ

れ
る
べ
き
一
要
因
で
は
あ
る
:
:
:
が
、
し
か
し
扶
養
を
で
き
な
い
場
合
に

は
、
扶
養
際
怠
は
遺
楽
を
構
成
し
な
い
」
。
本
件
の
母
は
i
扶
養
可
能
の

と
き
も
ま
っ
た
く
子
を
扶
養
し
な
か
っ
た
、
日
洗
た
く
、
料
理
等
に
つ
い

て
も
し
た
こ
と
が
な
く
、
続
と
し
て
の
役
割
を
一
度
も
演
じ
な
か
っ
た
、
…
山

短
時
間
の
訪
問
は
あ
っ
て
も
子
と
の
情
緒
的
つ
な
が
り
は
な
い
、
以
上
か
ら

母
の
遺
棄
は
経
済
面
に
と
ど
ま
ら
ず
、
情
緒
的
、
教
育
的
範
問
に
広
が
っ
て

〈
川
凹
)

い
る
。
控
訴
楽
却
。

遺
棄
の
判
断
基
準
を
示
し
た
判
例
は
門
時
〕
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
が

D
C

の
判
例
の
立
場
だ
と
言
え
る
。

門
口
】
は
、
判
決
に
よ
り
子
の
監
護
権
を
永
久
に
奪
わ
れ
た
岨
窓
口
と
い
う

事
自
に
該
当
し
た
唯
一
の
例
で
あ
る
。
父
母
が
別
居
に
際
し
て
財
産
上
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

ー
ム
ノ、



取
決
め
お
よ
び
子
の
監
護
に
つ
い
て
合
意
し
、
離
婚
判
決
が
こ
の
財
産
上

の
取
決
め
を
組
み
込
ん
だ
と
い
う
事
案
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
父
の
同
意

を
免
除
す
る
の
は
免
除
事
由
の
相
当
な
拡
大
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
制
定

法
か
ら
こ
の
事
由
が
削
除
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
判
決
の
意
義
は
失
わ
れ

た。
第
六
項
貌
と
し
て
の
権
利
消
滅
手
続

住
民
親
子
関
係
を
切
断
す
る
手
続
は
法
域
に
よ
り
、
養
子
収
養
手
続
に
限

定
さ
れ
る
場
合
と
、
養
子
収
養
手
続
と
は
別
個
の
親
と
し
て
の
権
利
を
消

ハ
邸
)

滅
さ
せ
る
手
続
を
認
め
る
場
合
と
が
あ
る
。
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
の
手

続
は
さ
ら
に
、
親
が
子
を
自
発
的
に
放
棄
す
る
(
円
作
ロ
ロ
宮
山
田
町
)
手
続
と
一

定
の
事
自
に
基
づ
き
強
制
倒
的
に
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
手
続
と
に
分
か
れ
て

(
同
開
〉

い
る
。
前
者
は
養
子
収
養
へ
の
同
意
と
同
じ
意
味
を
持
つ
。
後
衰
の
手
続

に
は
同
意
免
除
と
同
じ
問
題
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
(
第
三
節
第
三
項

三
口
参
照
)
。

D
C
の
制
定
法
に
は
親
と
し
て
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
手
続
を
正
面
か

ら
認
め
た
規
定
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
裁
判
所
規
則
に
は
規
定
が
あ

り
、
ま
た
養
子
制
定
法
に
は
こ
の
手
続
を
前
提
と
し
た
規
定
が
い
く
つ
か

存
在
す
る
。
以
下
の
二
件
で
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
養
子
収
養

手
続
と
切
り
離
し
て
親
と
し
て
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
の
可
否
が
争

わ
れ
、
結
局
否
定
さ
れ
た
。

(凹む

【口〕

C
A
P
事
件
〔
事
実
〕
慨
は
生
後
一
一
一
目
の
子
を
、
養
子
収
慈
の
用
意

を
与
え
ず
に
養
子
あ
っ
せ
ん
機
関
に
壁
り
去
り
に
し
た
。
一
年
半
後
に
放
霞

児
童
の
認
定
が
行
な
わ
れ
、
子
の
法
的
監
護
権
を
別
の
機
関
に
与
え
る
命
令

一
六

が
出
さ
れ
た
。
さ
ら
に
二
年
後
の
法
的
監
護
権
延
長
の
際
に
、
母
が
こ
れ
に

反
対
し
た
。
審
理
の
結
果
、
母
に
猶
予
期
間
を
与
え
、
そ
れ
ま
で
に
子
の
世

話
な
す
る
準
備
を
整
え
な
け
れ
ば
親
と
し
て
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
審
理
を

行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
期
間
経
過
後
も
母
が
子
を
受
け
入
れ
る
準
備
を
し

な
か
っ
た
の
で
、
あ
っ
せ
ん
機
関
が
権
利
消
滅
の
申
立
を
行
な
い
、
裁
判
所

は
こ
れ
を
認
容
し
た
。
母
は
消
滅
命
令
の
取
消
を
申
し
立
て
た
が
、
原
審
は

棄
却
し
た
。

門
判
旨
凶
「
養
子
収
養
申
立
前
に
、
別
個
の
手
続
で
親
と
し
て
の
権
利

が
も
し
消
滅
し
て
い
れ
ば
、
問
意
を
め
ぐ
る
笑
親
と
箆
殺
の
争
い
は
避
け
ら

れ
る
。
同
意
に
関
す
る
法
廷
闘
阿
争
に
よ
り
最
終
的
帰
結
が
左
中
相
さ
れ
る
こ
と

が
な
け
れ
ば
、
里
親
は
今
よ
り
も
進
ん
で
養
子
申
立
を
行
な
い
、
あ
っ
せ
ん

機
関
は
桂
耐
震
し
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
」
。
し
か
し
あ
っ
せ
ん
機
関
か
申
立
の

根
拠
と
し
て
主
張
す
る
「
制
定
法
は
確
か
に
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
を
認
め

て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
養
子
手
続
の
文
脈
の
中
で
あ
り
、
養
子
申
立
を
前
提

(
関
〉

と
し
て
い
る
」
。
「
議
会
が
制
定
法
の
各
条
文
を
立
法
す
る
際
に
殺
と
し
て

の
権
利
消
滅
を
考
慮
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
消
滅
を
示
す
す

べ
て
の
文
言
一
は
養
子
収
養
へ
の
同
意
の
文
室
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
」
。
次

に
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
を
規
定
す
る
裁
判
所
規
則
に
つ
い
て
検
討
す
れ

ハ
ω〉

ぽ
、
「
大
多
数
の
州
は
消
滅
の
必
要
を
認
め
て
制
定
法
で
規
定
し
て
い
る
」
。

連
邦
か
ら
与
え
ら
れ
た
D
C
の
規
則
制
定
権
に
は
限
界
が
あ
り
、
「
養
子
収

養
手
続
に
よ
ら
な
い
で
親
の
格
別
を
廃
止
し
、
親
子
関
係
を
切
断
す
る
手
続

規
定
を
立
法
す
る
こ
と
は
、
制
定
法
で
許
さ
れ
た
裁
判
所
の
規
烈
制
定
の
権

〔
開
問
〉

限
を
明
ら
か
に
ゆ
越
し
て
い
る
」
。
閣
制
と
し
て
の
権
利
消
滅
が
必
婆
で
あ
っ

て
も
「
そ
の
解
決
は
議
会
が
法
を
修
正
す
る
こ
と
で
あ
り
、
裁
判
所
が
:
:
:



ハ

n〉

そ
う
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
。
破
奨
差
戻
。

門
口
〕
判
決
後
、
あ
っ
せ
ん
機
関
は
養
子
収
養
の
た
め
に
子
を
緊
急
に
措

置
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
引
渡
を
受
け
た
里
親
は
養
子
収
養
を
申
し
立
て

た
。
こ
の
事
件
は
【
日
己
と
し
て
検
討
し
た
。
【
口
】
は
次
の
門
路
】
で
そ
の
ま

ま
適
用
さ
れ
た
。

(
m
M
〉

【叩凶】

N
E
M事
件
〔
事
案
〕
生
後
八
か
月
の
と
き
に
母
は
か
つ
て
の
隣
人

で
あ
る
里
親
に
予
を
領
け
た
。
父
が
時
々
子
を
訪
問
し
て
扶
養
料
-
宇
切
払
っ
て

い
た
が
生
後
一
年
七
か
月
の
と
き
に
重
罪
を
犯
し
、
一
五
年
な
い
し
五
五
年

の
刑
で
服
役
し
た
。
生
後
二
年
一
か
月
の
と
き
、
子
の
放
援
が
申
し
立
て
ら

れ
た
。
父
は
扶
養
料
の
支
払
を
主
獲
し
た
が
結
局
、
放
震
が
認
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
裁
判
所
規
則
に
選
づ
き
親
と
し
て
の
様
利
を
消
滅
さ
せ
る

申
立
が
行
な
わ
れ
、
原
審
は
こ
の
申
立
を
認
容
し
た
。

〔
判
判
同
問
〕
「
C
A
P
事
件
で
判
決
さ
れ
た
よ
う
に
、
:
:
:
養
子
収
養
手

続
以
外
に
:
:
:
裁
判
所
に
は
親
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
権
限
は
な
い
」
。
破

帯広幾戻。

【
口
】
・
【
山
崎
】
荷
判
決
に
よ
り
、
親
と
し
て
の
権
利
消
滅
手
続
は
認
め
ら

れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
門
口
】
で
は
そ
の
後
に
養
子
収
養
が
成

立
し
品
目
印
〕
)
、
ま
た
門
間
〕
で
も
養
子
申
立
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
手
続

上
の
制
限
は
加
え
ら
れ
た
も
の
の
、
実
質
的
影
響
は
深
刻
な
程
度
で
は
な

い
と
考
え
る
。

第
七
項
そ
の
他
の
問
題

前
項
ま
で
に
同
意
に
関
す
る
D
C
の
全
判
例
を
検
討
し
た
c

こ
こ
で
判

決
一
一
一
言
渡
年
月
日
順
に
整
理
し
た
一
覧
表
を
掲
げ
る
。
各
判
決
を
表
の
縦
執

に
、
一
応
の
分
析
基
準
を
横
職
に
示
し
た
。
木
項
で
は
こ
れ
ま
で
触
れ
え

な
か
っ
た
基
準
に
よ
り
さ
ら
に
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

表
の
縦
軸
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に

D
C
に
は
一
九
六

0
年
代
の
判
例

が
な
い
。
門
6
】と門
8
】
と
の
間
に
あ
る
一
六
年
の
空
白
を
境
に
し
て
一
九

五
0
年
代
以
前
を
前
期
の
判
例
と
し
、
一
九
七

O
年
以
後
を
後
期
の
判
例

と
し
て
分
類
で
き
る
。
制
定
法
と
の
関
係
で
は
養
子
制
度
を
創
設
し
た
一

八
九
五
年
法
下
の
判
例
は
存
在
し
な
い
ο

前
期
の
判
例
は
一
九
一
一
一
七
年
修

正
法
に
基
づ
い
て
際
開
閉
し
た
判
例
で
あ
り
、
後
期
の
判
例
は
一
九
五
四
年

修
正
法
下
の
判
例
で
あ
る
。
養
子
収
養
の
成
否
に
関
し
て
は
、
親
と
し
て

の
権
利
が
消
滅
し
な
か
っ
た
二
事
件
門
げ
】
・
門
一
郎
】
で
も
そ
の
後
は
養
子
収

養
が
進
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
後
期
に
は
養
子
収
養
を

否
定
し
た
例
は
一
つ
も
な
い
と
震
え
る
。
同
意
撤
回
の
事
案
で
は
判
例
の

立
場
は
一
貫
し
て
い
る
た
め
前
後
期
に
差
薬
は
な
い
。
た
だ
し
理
由
づ
け

に
お
い
て
非
嫡
出
子
の
汚
辱
を
強
調
し
た
前
期
【
1
】・門
2
M
に
対
し
て
後

期門
3

)
【
4
】
は
嫡
出
性
に
無
頓
着
で
あ
る
。
こ
の
差
異
は
前
後
期
と
い

う
よ
り
む
し
ろ
、
非
嫡
出
子
の
父
に
関
す
る
逮
邦
最
高
裁
判
例
の
も
し
く

は
D
C
一
九
七
六
年
修
正
法
の
前
後
に
よ
る
違
い
で
あ
る
と
考
え
る
。
撤

回
を
徐
く
非
嫡
出
子
の
母
の
事
案
は
二
件
だ
け
だ
が
、
前
期
門
6
〕
と
後
期

【
7
〕
と
で
は
子
の
心
理
に
対
す
る
評
価
が
大
き
く
異
な
る
。
継
子
養
子
の

事
案
で
は
さ
ら
に
こ
の
傾
向
が
顕
著
で
あ
る
。
前
期
門
9
】
・
門
叩
】
・
門
町
〕

.
門
口
】
の
判
決
理
由
は
手
続
上
の
問
題
や
当
事
者
の
合
意
内
容
の
解
釈
な

ど
末
節
的
な
も
の
が
多
い
。
し
か
し
後
期
【
ロ
】
は
子
の
心
理
に
注
目
し
て

い
る
。
同
意
免
除
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
特
別
事
情
の
判
例
が
前
期
に
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
問
意
免
除
事
由

~ ノ、





判例一覧表

若手 本 総 果

件 稿
問 そ

名 の
略 分 際~怠免 の

号 類 他

1940年 9' パーンズ 継子，免除(特JJIJ) 0訴訟後見人の不存夜

'44 
F句

1 44年 撤回，非母，免除(特別) 0撤回不許可
、.... 

'46 F5"‘ 46年 非父(撤回) ;ム父への通知欠級
、..... 

'47 P5司， 47年 非父，免除(特JJU) (x)特別 ム父の反対

'52 F‘1ー( 司 52年 継子，免除(特別) ム判決狸出不記載

'53 戸1C 53年 継子，免除(特別) 。 特 別

'54 ，1闘1‘54年5月 継子，免除(監護) 。監護 0信託日約未成就
...... 

【

0撤回不許可，匿名同意有効'54 凶254年12月ト1 撤回，非母

'58 .--::ノ1〆 非f苧 ム(里親の帰資性)，母の改心

'74 8JH 非(その他) 。父は非嫡lli子を養子にできる

'74 I ~同3d、GFC 免除(最善) 。毒事笑認定不記裁

I '74 ED 撤回 0撤回不許可，報告書非公開

'76 P1剛7司CAP 車産権消滅 ム手続不存在..... 

'76 V1L"4d ‘ JEG 免除(最善，遺棄) 。遊最楽善，

'76 F18句NEM 競争震消滅(非父) ム手続不存在、A
F司

'77 7JSR 非母，免除(最善) 。 設 警 0合意
‘圃a

'78 "15司ダグラス 免除(議議) 。 最 善
‘ .... 

'78 ，1、6CEH 免除(遺棄) 。遊楽
、~・

'79 ，1同2司JOL 継子，免除(最善) 。 最 養 0合意，訴訟後見人不要
、.・

，園、
'80 4 JMAL 撤回， ~Ff手 0撤回不許可

‘ .... 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区

(
D
C
)
養
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
世
帯
由

一
六
五



判例一覧表の略語

「撤回」 i司意撤回

「非父j 非嫡出子の父

本 「非母J 11 の母
務 「非(その他)J /f のその他の問題
の

「免除(特別)J 同意免除の基準の特別事情
分

類 「免除(最善)J fI の子の最善の利益

「免除(遺棄)J 
fI のその他の免際事由

「免除(盤談)J 

絵
。同意免除

X 同意;免除否定

果
。養子収養成立または，手続遂行

ム 養子収養不成立

渡引アチ
1 同意権者自身が積極的に子を里親に引き渡した

2 同意権者自身が第三者(あっせん機関等)に引き淡した
のブ 3 第三者が積緩的に子を引き取ったイ

一 4 虫親が 11 

シ
5 強制的に引き渡された

一
六
六

子
の
最
善
の
利
益
の
判
例
が
後
期
に
そ
れ
ぞ
れ
限
ら
れ
る
た
め
に
前
後
期

の
差
異
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
前
記
し
た
よ
う
に
特
別

事
情
の
内
容
は
結
局
不
明
確
な
ま
主
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
子
の
最
善
の

利
益
に
は
子
の
福
祉
に
関
す
る
こ
段
構
え
の
認
定
基
準
が
存
在
す
る
と
い

う
差
異
が
あ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
、
前
後
期
に
明
確
に
特
徴
的
な
傾
向

を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
判
決
理
由
が
前
期
で
は
不
明
瞭
で
あ

っ
た
の
に
対
し
後
期
守
は
子
の
穏
祉
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
明
確
な
基
準
を

用
い
て
い
る
こ
と
、
が
わ
か
る
。

子
の
養
育
を
塁
朝
艇
に
依
頼
す
る
際
に
誰
が
積
極
的
で
あ
っ
た
か
に
つ
い

て
「
引
渡
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
」
と
し
て
示
し
た
。
小
さ
い
番
号
は
同
意
権

者
自
身
が
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
表
わ
す
。
こ
の
基
準
を
用
い
て
も
後

期
の
判
例
の
結
果
に
羨
が
な
く
、
前
期
で
も
養
子
収
養
不
成
立
の
事
件
で

は
手
続
上
の
問
題
が
大
き
い
た
め
、
明
確
な
傾
向
は
引
き
出
せ
な
い
。

表
に
一
不
さ
な
か
っ
た
が
当
事
者
に
軍
人
が
含
ま
れ
た
事
件
が
三
件
あ
っ

た
。
特
に
【
5
】・【
H
D
】
で
は
寧
人
の
特
別
欽
済
制
度
の
存
在
を
背
景
に
、

軍
人
た
る
父
に
有
利
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
他
の
二
件

門
9

)
【
日
〕
で
は
父
が
軍
人
で
あ
る
こ
と
は
判
断
材
料
に
入
れ
ら
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
犯
罪
者
が
当
事
者
(
父
〉
に
な
っ
た
事
件
が
四

件
あ
る
。
内
一
件
(
門
問
】
)
を
除
い
て
犯
罪
者
に
不
利
な
判
決
が
出
さ
れ
た

が
、
一
一
件
は
手
続
的
理
由
に
基
づ
き
(
【
臼
】
)
、
一
一
件
は
撤
回
の
事
件
で
る

っ
た
(
【
3
】
)
。
残
る
一
件
で
は
犯
罪
者
た
る
父
が
あ
ま
り
に
も
危
険
で
あ

っ
た
(
【
日
】
)
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
D
C
判
例
法
は
判
断
材
料
が
乏
し
い

と
言
え
る
。
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U
.
S
.
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，

 C
a
b
a
n
 
v. 

M
o
h
a
m
m
e
d
，
 444 U

.
S
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(1979)
，
 Le

h
r
 v. 

R
o
b
e
r
t
s
o
n
，
 103 

S. 
Ct. 2985 

(1983).
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C
L
A
R
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 su
p
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n
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t
e
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 2C.J.S. 
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d
o
p
t
i
o
n
 
o
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P
e

何
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U
R
.
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d
o
p
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i
o
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お
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L
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n
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892. 
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~
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Id.
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(
~
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Id.
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891. 
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M
a
t
t
e
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d
o
p
t
i
o
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4
A
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2
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I
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A
d
o
p
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i
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i
n
o
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2
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tion 
of 

D
o
u
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t
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n
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p
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i
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o
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n
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従
う
も
の
と
推
測
す
る
。
…
m

同
意
免
除
事
由
と
し
て
の
予
の
最
善
の
利

益
に
つ
い
て
は
子
の
福
祉
を
危
う
く
す
る
殺
の
側
の
事
由
と
、
子
の
心
理

を
中
心
に
し
た
純
粋
な
子
の
福
祉
と
の
二
段
階
の
認
定
基
準
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
判
決
理
由
を
見
る
限
り
現
在
で
は
子
の
嫡
出
伎
や
継
子
養
子

で
あ
る
こ
と
は
同
意
免
除
の
可
否
に
影
響
し
な
い
。

-w

そ
の
他
の
免
除

事
自
に
つ
い
て
は
、
他
の
法
域
と
同
じ
判
断
基
準
を
示
し
た
遺
棄
に
関
す

る
判
決
を
除
け
ば
、
明
確
な
認
定
基
準
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

v

同
意

に
関
す
る
全
判
例
を
時
代
願
に
見
れ
ば
一
九
五

0
年
代
以
前
の
古
い
判
例

と
一
九
七

O
年
後
の
新
し
い
判
例
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
古
い
判

例
が
明
確
な
判
定
基
準
を
一
尽
き
な
い
の
に
対
し
、
新
し
い
判
例
は
予
の
福

祉
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
明
確
な
基
準
を
用
い
て
い
る
。
以
上
で
あ
る
。

ニ
今
後
の
課
題

D
C
判
例
の
立
場
を
一
に
ま
と
め
て
確
認
し
た
。

本
稿
の
冒
頭
の
問
題
提
起
に
対
応
す
る
結
語
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
確
認
か

ら
引
き
出
さ
れ
る
示
唆
を
基
準
と
し
て
、
わ
が
国
の
身
分
行
為
理
論
を
一
持

検
討
す
る
た
め
に
少
な
く
と
も
養
子
縁
組
に
お
け
る
代
諾
の
性
質
を
検
討

す
る
必
婆
が
あ
る
。
し
か
し
本
稿
の
段
階
で
は
従
前
の
さ
さ
や
か
な
検
討

(
第
一
節
注

(1)
参
照
)
を
繰
り
返
さ
ざ
る
を
え
な
い
た
め
紙
幅
の
制
約

も
あ
り
、
こ
こ
で
重
複
し
て
論
じ
る
こ
と
を
避
け
た
い
。
ま
た
本
稿
が
イ

ギ
リ
ス
養
子
法
の
検
討
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
作
業
で
あ
る
か
ら
に
は
、

イ
ギ
リ
ス
法
と
D
C
法
と
の
比
較
が
本
稿
の
課
題
の
一
つ
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
し
か
し
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
養
子
法
研
究
の
序
説
に
相
当
す
る
濁
を

持
ち
、
ま
た
個
人
的
に
は
他
の
い
く
つ
か
の
州
法
の
検
討
を
一
応
終
え
て

い
る
た
め
、
こ
こ
で
D
C
を
独
立
さ
せ
て
イ
ギ
リ
ス
法
と
比
較
す
る
こ
と

を
控
え
た
い
。
以
上
の
事
情
か
ら
こ
こ
で
は
前
記
の
ま
と
め
に
加
え
て
、

本
稿
の
検
討
に
よ
り
さ
ら
に
得
る
こ
と
の
で
き
た
課
題
を
掲
げ
て
結
語
に

し
た
い
。

i

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
他
の
法
域
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

D
C
法
を
第
一
に
選
択
し
た
理
由
を
冒
頭
に
述
べ
た
が
、
他
の
法

域
か
ら
の
影
響
が
や
は
り
大
き
く
、
一
法
域
だ
け
の
完
全
な
検
討
は
困
難

で
あ
る
。
他
の
法
域
に
つ
い
て
同
様
の
作
業
を
積
み
重
ね
た
後
に
も
う
一

度
D
C
法
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

h
u
D
C
に
お
け
る
他
の
児
童

保
護
制
皮
お
よ
び
養
子
法
制
史
を
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
他

の
児
童
保
護
制
度
に
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
児
童
保
護
制

度
全
体
か
ら
の
養
子
法
の
位
置
づ
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
少

な
く
と
も
養
子
制
定
法
の
改
廃
を
完
全
に
把
握
し
、
可
能
で
あ
れ
ば
立
法

資
料
を
検
討
し
た
い
。
以
上
の
点
を
従
来
よ
り
諜
せ
ら
れ
て
い
た
問
題
と

あ
わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
コ
戸
ン
ピ
ア
特
別
区

(
D
C
)
泰
子
法
に
お
け
る
同
意
免
除
事
由

一
六
九


